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オンブズマンの調査

熊本市代表オンブズマン　　崎
さきさか

坂　誠
せいじ

司

市民から様々な苦情がオンブズマンに申し立てられます。
市職員の接遇が酷い、市政が不合理である、不合理な市政により不利益を受けた、
行政が機能していないなど様々です。そして、その苦情に対するオンブズマンの判断
に不平、不満を申し立てる申立人も後を絶ちません。申立人からすれば、自分の苦情
が正当であるとお考えだからこそのことだと思われますが、オンブズマンは、申立人
の代弁者ではなく、かといって市の代理人でもなく、第三者的立場から、申立人の主
張が正当かどうかを事実調査の上で、申立人の主張を慎重に検討し、客観的に判断し
ています。そのオンブズマンの判断に不平、不満が発生することは事柄の性質上やむ
を得ないところがあると思います。
そのため、オンブズマン条例第６条の５号では、「オンブズマンの職務に関する事
項」はオンブズマンの管轄外とされているのです。
また、オンブズマンは、申立人からの苦情申立てを受けて、その主張が正当かどう
か調査の上で判断することになりますが、オンブズマンがありとあらゆる事項を調査
できるわけではなく、調査できる事項は限られています。
ところで、オンブズマン条例には、第15条において、オンブズマンの調査対象外の
事項として、①苦情の申立てに係る事項が、第６条各号のいずれかに該当するとき、
②苦情の申立てに係る事実について、当該申立てを行ったものが自身の利害を有しな
いとき、③苦情の申立てに係る事実のあった日又は終わった日から１年以上経過して
いるとき、④虚偽その他正当な理由がないと認められるとき、⑤前各号に掲げるもの
のほか、調査が相当でないと認められるとき、は調査しないと規定しています。とこ
ろが、この調査対象外と認められる苦情申立てはかなりの数あります。
特に多いのが、２号の自身の利害を有しないという苦情申立てです。市政に対する
一般的抽象的な不平・不満等はこれに該当します。市民がより良い行政を目指して有
意義なご意見等を開陳されることは市にとって大変有難いことだと思いますが、オン
ブズマンは市政を掌るものではないため、市政に対する一般的抽象的な不平・不満等
をオンブズマンに対する苦情申立てという形でご意見等を開陳されてもオンブズマン
が判断できるものではないのです。
オンブズマンは、申立人から市の機関の業務の執行や当該業務に関する職員の行為
により自身の権利や利益が害されたという苦情が寄せられた場合に、その調査を開始
することになりますので、そのオンブズマン制度の趣旨をご理解の上、オンブズマン
に対する苦情申立てをされていただければ幸いです。
オンブズマン制度の維持、発展のため、市民のご協力をお願いする次第です。



−2−

オンブズマンに就任して思うこと

熊本市オンブズマン　　三
さんとう

藤　省
しょうぞう

三

私は、令和５年１１月から熊本市のオンブズマンを務めています。半年余が経過し
ましたが、市民の皆様からの苦情の申立ては、相当数寄せられており、日々対応を求
められています。苦情は、市の業務全般に及んでおり、法律や条例だけでなく、組織
や制度についても幅広く目を向け、苦情の内容の適否の判断にあたっています。ただ、
苦情申立ての中には、申立人と個人的な利害関係を欠く案件もあり、そのような案件
については、熊本市のオンブズマン条例では調査対象外としていますので、苦情の調
査をしないことになります。
しかし、調査対象外となる案件は、ごくわずかで、ほとんどの事案に関しては、調
査を実施し、申立てに対するオンブズマンの判断を示しています。判断は苦情の申立
てに対し、市の担当者（担当部署）の対応に不備があるといえるかどうか、不適切で
あるといえるかどうかを中心に検討することになります。もっとも、事実関係に関し
ては、申立人の言い分と市からの回答にくい違いが生ずることがあります。オンブズ
マンの調査は事実関係に争いがあるときにどちらの主張する事実が真実であるかを明
確にする手続ではありません。ですので、その点を留保したまま判断せざるをえない
こともあります。そのため、事実に争いがあるケースでは、苦情の申立てに対し、オ
ンブズマンの判断が市の対応を擁護することにならないかと心配されるかもしれませ
ん。しかし、オンブズマンは、中立的かつ公正な立場にあるとともに、市民の権利や
利益を守る立場にもありますので、仮に不備なしと判断する場合であっても、苦情の
申立ての背景等も考慮し、市の対応により丁寧かつ慎重な配慮を求めることがありま
す。
その意味で、市民の皆様の苦情の申立ては、不備があればそれを正し、不備がなく
とも市の適切な業務執行や業務改善につながるものでありますので、是非ともオンブ
ズマン制度の利用と活用をお願いしたいと思います。





　１　制度の概要

　２　苦情申立て後の流れ

Ⅰ　制度の概要
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Ⅰ　制度の概要

１　制度の概要

⑴　オンブズマンの目的
　オンブズマンが市政に関する苦情を公平かつ中立的な立場で、簡易迅速に
処理することにより、市民の皆さんの権利と利益の保護を図り、市政に対す
る理解と信頼を高めることを目的としています。

⑵　オンブズマンの職務
　具体的に次のことを行います。
①　市民から申し立てられた市政に関する苦情を調査します。
②　常に市政を監視し、オンブズマン自らも事案を取り上げ、調査します。
③　調査結果をもとにオンブズマンの判断を示します。必要なときは、市に
対して是正などの措置を行うよう勧告し、制度の改善を求める意見表明を
します。

⑶　苦情申立てできる方
　市民はもちろん、市外在住者や外国人、団体なども苦情を申し立てること
ができます。

⑷　対象となる苦情の範囲
　熊本市の仕事と、その仕事に関わる職員の行為で、自らの利害に関わり、
その事実のあった日（終わった日）から原則として１年以内の苦情が対象と
なります。ただし、次のような場合などは、取り扱いません。
①　裁判手続や行政不服申立手続等で、係争中又は確定済みの事項
②　請求に基づいて、監査を実施している事項や監査を終了した事項
③　議会に関する事項
④　オンブズマンの職務に関する事項

⑸　オンブズマンの組織等
①　オンブズマン
　熊本市オンブズマン条例の規定に基づき、人格が高潔で社会的信望が厚
く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得
て委嘱することとしています。
　市民の皆さんの権利と利益の擁護者として、公平かつ中立的な立場で職
務を行い、また、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになって
います。
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②　オンブズマンの任期
　任期は２年です。ただし、１回に限り再任することができます。
③　運用体制
　現在、オンブズマン２名、オンブズマンを補佐する専門調査員３名、事
務職員１名、相談員１名、そして事務局長の計８名体制です。

⑹　申立方法
　苦情の申立ては、書面により行うことになっています。事務局にご持参い
ただく方法の他、郵送、FAX、Eメール、ホームページのフォームメールで
も受け付けています。
　苦情申立書は、オンブズマン事務局や、各区役所、まちづくりセンター等
に置いています。
　住所、氏名、電話番号、苦情の内容、苦情の原因となった事実のあった日
又は終わった日、他の救済制度利用の有無についての記載があれば、便箋な
どの苦情申立書以外の書面でも受け付けます。
　なお、匿名での申立てはお受けできません。

⑺　面談について
　苦情申立て後、調査開始までの間に、希望があれば、オンブズマンと面談
を１回限りすることができます。希望される方は、事前に事務局へ予約が必
要です。

⑻　苦情の調査
　オンブズマンは、苦情の内容を審査し、市の関係部署を調査します。調査
は、ヒアリング、書類や記録の閲覧、実地調査などの方法で行います。

⑼　調査結果の通知
　オンブズマンは、調査の結果を、申立人に文書でお知らせします。
　また、同じ結果を市の機関にも文書でお知らせします。

⑽　運営状況の報告・公表
　毎年度の運営状況を市長及び議会に報告するとともに、これを公表します。
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事務局窓口

面談室

２　苦情申立て後の流れ



　１　苦情申立ての受付状況

　２　苦情申立ての処理状況

　３　発意調査

　４　勧告又は意見表明

　５　巡回オンブズマン

　６　現地調査

　７　フォローアップ調査

　８　その他の活動

Ⅱ　運用状況
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Ⅱ　運用状況

１　苦情申立ての受付状況

　令和５年度（2023年度）にオンブズマンが受け付けた苦情申立ての件数は69
件でした。
　苦情申立人について居住地別にみると、市内居住者からの申立てが64件、市
外居住者からの申立てが５件となっており、そのほとんどが市内居住者からの
申立てとなっています。
　また、申立方法別では、Ｅメールやフォームメールといったインターネット
を利用した申立てが44件（63.8%）で最も多く、次いで持参と郵送がそれぞれ
12件（17.4％）、ＦＡＸ１件（1.4%）となっています。

表１　月別・居住地別・申立方法別受付状況� （単位：件・％）

月 件数
申立人居住地別 申立方法別

市内 県内
（市外） 県外 持参 インター

ネット 郵送 ＦＡＸ

４ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０

５ ４ ４ ０ ０ ０ ２ ２ ０

６ ４ ４ ０ ０ ０ ３ １ ０

７ ８ ８ ０ ０ ２ ４ ２ ０

８ 15 15 ０ ０ ４ 10 １ ０

９ ６ ６ ０ ０ １ ４ １ ０

10 ５ ４ ０ １ ０ ５ ０ ０

11 ６ ６ ０ ０ １ ２ ３ ０

12 ６ ６ ０ ０ １ ５ ０ ０

１ ３ ２ ０ １ ２ ０ ０ １

２ ５ ４ １ ０ １ ４ ０ ０

３ ６ ５ ０ １ ０ ４ ２ ０

合計 69 64 ２ ３ 12 44 12 １

構成比 100.0 92.8 2.9 4.3 17.4 63.8 17.4 1.4



−10−

　苦情申立ての受付状況を行政組織別にみると、区役所29件（42.1%）と最も
多く、次いで総務局、健康福祉局、こども局がそれぞれ５件（7.2%）となって
います。

表２　行政組織別受付状況� （単位：件・％）

組　織 件数 構成比 分　　野

政策局 ３ 4.3 広聴制度 １ 広報業務 １ 防災 １

総務局 ５ 7.2
情報公開制度
職務外行為

１
１
施設管理 ２ 公務災害 １

財政局 ３（1） 4.3 市税収納 １ 固定資産税 ２（1）

文化市民局 １ 1.5 オンブズマン制度 １

健康福祉局 ５ 7.2
支援制度 １ 補助金 １ 福祉 １

介護福祉 ２

こども局 ５ 7.2 子育て支援 １ 児童相談所 ４

環境局 １ 1.5
路上喫煙・
吸い殻

１

経済観光局 ２ 2.9 企業立地 １ 障がい者雇用 １

都市建設局 ４ 5.8 市街化区域 １ 推進委員会 １ 花博イベント ２

区役所

［土木センター］

29

［19］

42.1

［27.5］

生活保護 ２ 介護福祉 １ 障がい福祉 １

子育て支援 １ 食生活改善推進 １ まちづくり ４

［公園管理 １］［道路工事 １］［道路管理 ８］

［街灯管理 ９］

消防局 １ 1.5 救急業務 １

市民病院 １ 1.5 契約 １

教育委員会 ４ 5.8 図書館 ２ 学校教育 １ 学校施設 １

農業委員会 ３ 4.3 都市計画・開発 ３

その他の機関 ２ 2.9 警察署 １ 個人 １

合　計 69（1） 100.0

（　）内の数字は平成28年（2016年）熊本地震関連の申立て　計１件
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２　苦情申立ての処理状況
⑴　令和５年度（2023年度）処理分
　令和４年度（2022年度）に苦情申立てを受け付け、令和５年度（2023年度）
に調査を継続したものが８件及び令和５年度（2023年度）に苦情申立てを受
け付けた69件、合わせて77件の処理を行いました。
　そのうち、令和５年度（2023年度）に調査が終了し、その結果を申立人に
通知したものが20件（26.0%）、調査対象とならなかったものが33件（42.8%）、
調査を中止したものが１件　（1.3%）、取り下げられたものが15件（19.5%）、
次年度に継続したものが８件（10.4%）となっています。

表３　処理状況� （単位：件・％）

区　　　　　分 件数 構成比

１　調査結果を通知したもの 20 26.0

⑴　苦情申立ての趣旨に沿ったもの ０ 0.0

⑵　苦情申立ての趣旨に一部沿ったもの １ 1.3

⑶　市の業務に不備がなかったもの 19 24.7

２　調査対象とならなかったもの 33 42.8

⑴　管轄外のもの ５ 6.5

⑵　その他のもの（利害なし・１年以上経過等） 28 36.3

３　調査を中止したもの １ 1.3

４　取り下げられたもの 15 19.5

５　継続調査中のもの（次年度に調査を継続） ８（1） 10.4

合　計 77（1） 100.0

（　）内の数字は平成28年（2016年）熊本地震関連の申立て　　計１件
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　また、オンブズマンの調査に要した日数の状況は、次のとおりとなってい
ます。
　なお、令和５年度（2023年度）に処理した77件のうち、継続調査中のもの
（令和６年度（2024年度）に調査を継続）８件を除く69件の状況です。
　オンブズマンの調査日数は、申立人に調査開始を通知した日から調査結果
を通知した日までの日数です。

表４　オンブズマンの調査日数の状況� （単位：件・％）

区　　　　　分
30日
以内

31日～
60日

61日～
90日

91日
以上

合　計

１　調査結果を通知したもの ０ ４ 12 ４ 20

⑴　苦情申立ての趣旨に沿ったもの ０ ０ ０ ０ ０

⑵　苦情申立ての趣旨に一部沿った
もの

０ ０ ０ １ １

⑶　市の業務に不備がなかったもの ０ ４ 12 ３ 19

２　調査対象とならなかったもの 22 10 １ ０ 33

⑴　管轄外のもの ３ ２ ０ ０ ５

⑵　その他のもの（利害なし・１年
以上経過等）

19 ８ １ ０ 28

３　調査を中止したもの ０ １ ０ ０ １

４　取り下げられたもの 15 ０ ０ ０ 15

合　　　　　計 37 15 13 ４ 69

構　　成　　比 53.6 21.7 18.9 5.8 100.0
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３　発意調査
　令和５年度（2023年度）は、熊本市オンブズマン条例第７条第２項に基づき、
発意調査を２件行いました。（「Ⅳ　発意調査の事例」参照）

４　勧告又は意見表明
　令和５年度（2023年度）は、熊本市オンブズマン条例第７条第１項第２号に
基づく勧告又は意見表明に至った事例はありませんでした。

５　巡回オンブズマン
　中央区を除く各区の区役所に出向き、市民の皆さんとの面談を通じ苦情申立
てを受け付ける巡回オンブズマンについては、次のとおり実施しました。

開催日 開催場所

第１回 ６月30日（金） 東区役所

第２回 ７月27日（木） 西区役所

第３回 ８月18日（金） 南区役所

第４回 ９月21日（木） 北区役所

第５回 11月30日（木） 東区役所

第６回 12月20日（水） 西区役所

第７回 １月25日（木） 南区役所

第８回 ２月28日（水） 北区役所

６　現地調査
　苦情の内容によっては、状況を把握するため、オンブズマンが直接現地に赴
き調査を行います。令和５年度（2023年度）は１件について１回実施しました。

７　フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改善等の状況の追跡調査）
　令和５年度（2023年度）にオンブズマンが調査結果を通知したもののうち、
改善が必要な３件について改善等の状況の追跡調査を行いました。
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８　その他の活動
⑴　苦情相談、要望の受付
　令和５年度（2023年度）は、市政等に関する苦情相談、要望を231件受け
付けました。

表５　苦情相談、要望の分野別受付状況� （単位：件・％）

分　　野 件　数 構成比

福祉・こども 44 19.1

道路・河川 21 9.1

上下水道 ９ 3.9

教育 ７ 3.0

住宅・公園 ６ 2.6

都市計画・開発 ５ 2.2

税金・財政 ４ 1.7

総務・契約 ２ 0.9

ごみ・環境 ２ 0.9

文化・スポーツ ２ 0.9

住所・戸籍 １ 0.4

病院 １ 0.4

被災者支援 １ 0.4

その他 126 54.5

合　計 231 100.0
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⑵　全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会
　例年11月に総務省（東京都）で開催される全国行政苦情救済・オンブズマ
ン制度連絡会に参加し、国や他自治体の行政苦情救済機関との意見・情報交
換を行っています。
　令和５年度（2023年度）は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点か
らＷｅｂ会議形式で12月に開催され意見・情報交換を行いました。　　　　
　　　
⑶　広報
①　市政だよりでの広報
　令和５年度（2023年度）７月号及び11月号に制度案内記事を掲載しました。
　また、令和５年度６月号から２月号まで巡回オンブズマン開催記事を掲
載しました。
②　ラジオでの広報
　市政広報番組で制度についての広報を令和５年度（2023年度）は２回行
いました。

【市政だより７月号】
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【市政だより11月号】

③　パンフレットの設置
　オンブズマン事務局をはじめ、各区役所、まちづくりセンター等の市の
施設に、苦情申立書を挟み込んだ制度を案内するパンフレットを設置して
います。

【制度案内パンフレット】	 【掲示用ポスター】

【苦情申立書】
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⑷　オンブズマン制度のホームページ運用
　熊本市ホームページ上にオンブズマン制度のホームページを開設し、制度
についての情報発信や、インターネットを利用した苦情申立てができるよう
にしています。

【ホームページ】



Ⅲ　苦情申立ての事例

　１　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例

　２　市の業務に不備がなかった事例

　３　調査対象とならなかった事例

　４　調査を中止した事例



−19−

 

Ⅲ　苦情申立ての事例

令和４年度（2022年度）に苦情申立てを受け付け、令和５年度（2023年度）に調
査を継続したものが８件あり、令和５年度（2023年度）には調査がすべて終了して
います。また、令和５年度（2023年度）に苦情申立てを受け付けた69件のうち、令
和６年（2024年）３月までに61件の処理が終了しています。ここでは実際に苦情申
立てがあった事例を紹介します。
なお、オンブズマンが苦情申立人や、市に対して通知した文書は長文のものもあ
るため、要約したものを掲載しています。
「市の改善等の状況」欄には、フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改善
等の状況の追跡調査）に対する市の回答を掲載しています。
事例については、オンブズマンが調査結果を通知したもの20件について要約を掲
載しています。
また、調査対象とならなかったもの33件、調査を中止したもの１件については、
その内容と趣旨を掲載しています。
取り下げられたもの15件は、調査を開始する前に申立人から取り下げられたもの
であることから掲載していません。
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掲載事例一覧

～掲載事例一覧～

１　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例
内　　　　　容 頁

（１） 法定外河川の払下げ 22

２　市の業務に不備がなかった事例
内　　　　　容 頁

（１） 市営住宅からの退去 25

（２） 公園への看板設置 28

（３） 子育て世帯生活支援特別給付金の手続及びそれに関する市長への手紙 30

（４） 幼稚園保育料の償還払い 33

（５）「市民の声」のデータ更新 36

（６） 農地転用許可に伴う添付書類の是非 38

（７） 要介護認定に関する情報公開 41

（８） 公園の夜間放送 43

（９） 教職員に対する調査 45

（10） 職員の伝達ミス 48

（11） 職員の窓口での対応 51

（12） 農地転用許可の是非 53

（13） 介護保険被保険者証の交付の遅延 58

（14） 自治会運営に関する市の対応 61

（15） 情報開示請求への対応 64

（16） 行政指導の求め 66

（17） 児童相談所の不誠実な対応 68

（18） 消防隊員の現場対応と救急電話受電対応 71

（19） 会社駐車場前の歩道へのポール設置とその対応 73

３　調査対象とならなかった事例
内　　　　　容 頁

（１） TSMC進出による環境被害 76

（２） 文書等開示請求への対応 76

（３） 公務災害についての市の対応 76

（４） 会計年度任用職員の再雇用 76

（５） オンブズマンの調査が相当でない理由等 76

（６） 検体検査業務委託 77
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掲載事例一覧

内　　　　　容 頁
（７） ボランティア参加場所への公共交通の利便性 77

（８） 熊本駅周辺に関する経費 77

（９） ハザードマップの不備 77

（10） 竹等による被害が懸念される道路の管理 77

（11） 本庁舎建て替え計画の撤回 77

（12） イベント後の公園管理 77

（13） 公園管理所属の変更 77

（14） ホームページの不適切な運営 77

（15） パブリックコメント制度の運営 77

（16） 生活保護担当ケースワーカーの対応 78

（17） 地域任意団体への補助金交付 78

（18） 児童相談所の一時保護に関する対応 78

（19） 道路の陥没① 78

（20） 道路の陥没② 78

（21） 推進委員会の運営 78

（22） 街灯の補修① 78

（23） 街灯の補修② 78

（24） 街灯の補修③ 78

（25） 街灯の補修④ 78

（26） 街灯の補修⑤ 78

（27） 街灯の補修⑥ 78

（28） 街灯の補修⑦ 78

（29） 街灯の補修⑧ 78

（30） 街灯の補修⑨ 78

（31） 路上喫煙・吸い殻のポイ捨て 79

（32） 道路の縁石補修 79

（33） SNS における人格攻撃、パワーハラスメント 79

４　調査を中止した事例
内　　　　　容 頁

（１） 窓口職員の対応 79
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苦情申立ての趣旨に一部沿った事例

私は、A区に土地（以下「本件土地」という。）を所有している。本件土地を、
実態がなく機能していない法定外河川（以下「本件水路」という。）が縦断して
いる。本件土地の管理上、フェンスや防草シートの設置を行いたいが、本件水路
があるためそれができない状況にある。そこで、令和４年（2022年）４月初旬、
本件水路の用途廃止・払下げをしてもらうため、市に事前相談書を提出した。
同年６月初旬、市から審査結果の通知があり、熊本市道認定・廃止及び法定外
公共物用途廃止審査会（以下「審査会」という。）における審査結果は、「用途廃
止　方向性は可（条件付）　※今回の払下により申請地北側水路が残地となり中
抜きでの払下げは好ましくないため、北側法定外河川も同時に払下げること。申
請地北側の地権者に払下げを促し、相談書を提出していただくこと。」というも
のであり、条件が整ったら申請を行うようにとの内容であった。
同月中旬、この審査結果について、A区土木センターにおいて説明を求めた
ところ、「申請地を払下げると残った土地が道路と接さなくなるため、北側水路
の管理上支障がある。北側部分もまとめてでないと払下げできない。」とのこと
だった。しかし、本件水路は機能も実態もなく、字図上は県道に接していても、
実際は両側を民有地に挟まれたうえに、塀やフェンス、住宅等の構造物で遮断さ
れており、現状、市が管理できる状態にない。また現に、申請地については、市
による管理も行われていないため、私の方で除草等の日常的管理を余儀なくされ
ている。そもそも、水路の管理者でもない私が他人に払下げを促すことなどでき
ない。そこで、市に対し、現場を確認し、現況を踏まえた上で審査結果を修正し
てもらいたい旨申し出た。それに対し、「審査会の決定は重く、覆すことはでき
ない。担当は本庁なので相談はしてみる。」とのことであった。
同年７月初旬、市から修正後の審査結果通知を受領したが、私に対する条件の
部分は削除されたものの、北側水路の払下げについて北側地権者の確約が必要と
の市の見解は変わらず、北側地権者との交渉を市が行うとのことだった。
同年10月中旬、市から連絡があり、北側地権者と連絡が取れず、払下げは進
められないとのことだった。
本件水路の払下げの事前相談からすでに８か月以上が経過している。
本件水路の最北部の土地は払い下げられており、その時点で市は関係する水路
隣接地所有者全員に払下げを促し、申請の準備が整ったところから順次払下げを
進め、納税義務を果たさせるべきではなかったのか。現在まで数十年、機能を
失った水路が数百メートルにわたり民有地を分断するかたちで、店舗や住宅の敷
地内に取り残されている状態について、これまで水路の適切な維持管理・処分を
行ってこなかった市の責任は重いと考える。

苦情申立ての趣旨

１　苦情申立ての趣旨に一部沿った事例
⑴　法定外河川の払下げ（要約）
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苦情申立ての趣旨に一部沿った事例

以上のことより、市は連絡が取れない１件の北側地権者のために払下げを停滞
させることなく、本件水路の速やかな払下げをしてもらいたい。

市からの回答

本件水路は、明治期に作成された字図に記載されている法定外公共物です。国有
財産であったものを地方分権一括法に基づき、平成17年に国有財産譲与契約を締結
し、熊本市に譲与されたものです。明治期より雨水排水施設であったものと思われ
ます。現在は水路形態及び排水機能はありません。
未払下げ部分の管理としては、地権者から官民境界の立会申請が提出された際は、
立会いを行い概要や図面等の記録を GIS へ取り込んで財産管理しています。また、
除草等の要望があれば対応しています。
法定外公共物の払下げの可否については、機能の有無だけでなく機能回復の有無、
周辺の現状等、十分な調査を実施したうえで判断することとし、安易に払下げを行
うことのないようにしています。
また、公共用財産の払下げについては、「熊本市道及び法定外公共物の用途廃止、
付替、払下げに関する事務取扱要綱」が定められており、公共用財産の払下げの申
請を希望する者の申請を受け、官民境界の立会結果に基づく土地の状況や資料とな
る字図、地積測量図、全部事項証明書等を確認し、現地調査を行って機能の状態や
周辺の現状を把握し、審査会に附議のうえ、可否を決定しています。
令和４年（2022年）５月中旬に行われた審査会において、本件水路は、水路形態
及び排水機能はなく、将来的に機能の回復が見込めないものでありますが、中抜き
での払下げは袋地ができ好ましくないため、払下げは認めるものの、北側法定外河
川も同時払下げが条件として付される審査結果になりました。申立人が相談された
箇所のみを払い下げた場合、その北側の土地が袋地となってしまいます。袋地と
なった法定外公共物を管理するには、私有地を通らなければ管理できなくなるため
好ましくないとの理由からです。しかし、今後の公共用財産の払下げにおいては、
既に宅地内に取り込まれており機能を喪失し将来にわたり機能回復の見込めないも
のについては、袋地となることに関わらず払下げを実施します。袋地となった場合
の管理については、地権者の同意をもらい私有地を通らせていただく等により管理
していきたいと思います。また、払下げに当たって袋地となる場合は、袋地が形成
されないよう関係地権者への払下げを促していきます。
したがって、上記の考えに基づき払下げ手続を進めるよう申立人に伝え、現在、
手続を進めているところです。
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苦情申立ての趣旨に一部沿った事例

オンブズマンの判断

本件水路は、申立人土地を分断する形で通っています。つまり、申立人が土地を
一体的に利用しようとしても、本件水路が存在するため一体的な土地利用ができな
い状況です。実際に申立人が所有する土地の周囲にフェンスを設置しようとしまし
たが、本件水路が存在するためフェンスが設置できない状況にありました。また、
本件水路についての管理は事実上申立人が行っているという状況です。このような
現況の中で申立人から市に対して本件水路の払下げが求められました。
ところが、市は、当初、本件水路の払下げを認めると、申立人所有地の北側に隣
接する法定外水路が袋地になるとして、北側の法定外水路もまとめて払い下げるよ
う促し、なかなか払下げが進まない状況でした。しかし、現状では、それまでの方
針を改め、機能が喪失し将来にわたって機能回復の見込めない本件水路の払下げを
実施することにし、本件水路の払下げの手続を進めているとのことです。
市は、現在、本件水路の払下げの手続を進めているとのことですので、この点に
関する問題は解消されましたが、その判断に至るまでには相当な時間と手間を要し
ており、速やかな対応ができなかった点は市においても真摯に反省していただきた
いと思います。



−25−

市の業務に不備がなかった事例

私は、市営住宅を退去することになった。令和５年（2023年）１月15日まで
に荷物等を運び出し、部屋を退去した。しかし、使っていた部屋に清掃業者の清
掃が入ったのは１月下旬であったため、市は、１月いっぱいの家賃を支払うよう
にとのことであった。
部屋を退去しているのであるから、家賃は民間と同様に退去日までの日割計算
で精算するべきである。清掃業者の工事日程で退去日が決められるのはおかしい
のではないか。それに加え、市から部屋の電気と水道は清掃業者が清掃に入った
後の市の検査が済むまでは止めないでくれとのことだったので、止めずにいたの
だが、市の検査が入ったのが、２月２日だったため、私が電気と水道を止めたの
は２月３日となり、本来払わないで済むはずの３日分の電気料金と水道料金も払
うこととなった。この点にも納得がいかないため苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

２　市の業務に不備がなかった事例
⑴　市営住宅からの退去（要約）

市からの回答

市営住宅を退去する際の手続は、「熊本市営住宅すまいのしおり」に記載しており
ます。以下の順番での手続となります。
退去する30日前までに必ず市営住宅管理センター（以下「管理センター」とい
う。）窓口で明渡し届と必要書類の記入提出をしていただきます。明渡し届提出時
に説明をする住宅明渡し検査指示書などに沿って原状回復の修繕をしていただきま
す。修繕完了後、入居者から管理センターに連絡をしてもらい修繕等立会い完了検
査日時の決定をします。修繕が完了した部屋の立会い検査をします。検査に合格し
たら鍵を返却して明渡し完了となります。敷金をいただいていた場合は、敷金を返
還します。なお、申立人は熊本地震による「みなし仮設」として市営住宅に入居さ
れましたので、敷金は免除されております。
この手続については、入居時の入居者説明会の際に「熊本市営住宅すまいのしお
り」を用いて、入居者の方々へ説明しています。また、退去の申出があった際には、
書面にて敷金の返金等と原状回復について説明を行うこととしています。
市営住宅の家賃については、熊本市営住宅条例第18条に基づき請求を行うことと
なっております。同条第３項で「入居者が�市営住宅を明け渡した場合においてそ
の月の使用期間が15日を超えないときは、その月分の家賃の額は、当該月の家賃の
額の２分の１に相当する額とする」と定められており、退去する月の家賃について、
半月ごとの計算はできますが日割計算はできません。
申立人の荷物等を運び出した後に家賃が発生するのはおかしいとの主張について
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市の業務に不備がなかった事例

は、上記のとおり荷物等の運び出しを行った後に原状回復を行ってもらい、その作
業後の検査が完了しないと退去扱いとならないため、荷物を運び出しただけでは退
去扱いとはならず家賃が生じることとなります。
申立人と部屋の修繕依頼先の業者とのやり取りの中で、原状回復については、そ
の費用の見積額の前払後に作業を実施することとなっていましたが、その支払と鍵
の預かりができたのが令和５年（2023年）１月下旬でした。それまで申立人から退
去日についての連絡はなく、予定どおり１月末日を退去日として事務を取り扱って
いました。実際に原状回復が行われ検査が完了したのは同年２月２日でした。検査
完了が同年２月２日となったのは業者の都合でしたので、２月の家賃は請求してお
らず、本件における退去日は１月末日として取り扱っております。よって、熊本市
営住宅条例第18条第３項に基づき、１月分の家賃を請求させていただいております。
また、申立人に対しては、入居の際と、令和４年（2022年）７月５日の「市営住
宅明渡し届」及び「住宅明け渡し検査指示書」の提出の際に退去手続及び退去日に
ついての説明を行っています。
申立人から口頭で依頼された業者は１月末完了に向けて作業に入ったものの、検
査日が業者の都合により遅延し、電気、水道料金の精算日が予定日の３日後の２月
３日となり、結果的に３日分の料金が発生しました。このため３日分の電気、水道
料金については、業者へ確認を行い協議の結果、不適切な対応として申立人に対し
お詫び申し上げるとともに、２月以降に発生した料金については、業者負担で行う
こととなりました。業者から申立人へ連絡し、苦情申立ての内容にある３日間の電
気、水道料金については謝罪し、業者側で支払うことをお伝えしました。
今回のような費用負担が発生するものについては、誤解や疑義が生じないよう業
者も含めて、丁寧な説明と対応を行っていくこととします。

オンブズマンの判断

市と申立人が市営住宅の賃貸借契約を締結し、その賃貸借契約が継続している限
り、家賃は発生し、賃貸借契約の終了をもって、家賃を支払う義務はなくなります。
そこで、家賃の発生原因である市と申立人の間の賃貸借契約が終了しているかど
うかが問題となります。
本件における申立人と市の間における市営住宅の賃貸借契約の終了原因としては、
賃貸借契約期間満了、又は合意による解約が考えられます。
申立人の市営住宅明渡し届によると、本件の賃貸借契約期間満了は令和５年
（2023年）１月15日ではなく、同年１月31日です。
申立人は部屋からすべての荷物を運び出して使っていないのだから、その後の家
賃が発生するのはおかしいと主張されていますが、部屋を空にして使っていないか
らといって、それだけで賃貸借契約が終了することはありません。また、賃貸借契
約は、賃貸人と賃借人の合意に基づき終了することはありますが、一方的な意思表
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示のみで終了するものではありません。そもそも本件において申立人は、荷物を運
び出したとされる令和５年（2023年）１月15日に、賃貸人である市に対して賃貸借
契約の解約の意思表示さえ行っていません。
以上のことから、申立人と市との間の市営住宅の賃貸借終了日時は令和５年
（2023年）１月末日と判断せざるを得ません。よって、市が申立人に１月分の家賃
を求めたことに問題はありません。
なお、２月分の水道料金と電気代については、申立人が部屋の修繕を依頼した清
掃業者が支払うことになっているとのことですので、この点についても、問題はあ
りません。
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私は、A区にあるB公園（以下「本件公園」という。）沿いに住んでいる。本
件公園において、危険なボール遊びをしている家族、子どもがおり、迷惑を被っ
ている。
そこでA区土木センター（以下「センター」という。）に本件公園における危
険状態を相談、説明したうえで、現地検証してもらい、公園地形、サイズ上から
危険であると認識してもらい、危険行為を禁止するポスターを貼ってもらった。
その後、何の説明もなくポスターが除去されたため、その理由をセンター職員
へ確認したが、地域の意見を踏まえてポスターの貼付を再検討との回答であった。
これによりセンター職員のポスター撤去が公園でボール遊びをやっていいとの
誤ったメッセージとなり、公園を占有使用して硬いボールでの遊びが再開された。
現在代わりのポスターが貼付されているが、硬いボール遊びの禁止、公園占有
の禁止については言及されておらず、一刻も早く、現状のポスターを改善・再貼
付してもらいたい。

苦情申立ての趣旨

⑵　公園への看板設置（要約）

市からの回答

公園内での禁止事項は、都市公園法第18条に基づき熊本市都市公園条例第４条に
下記のとおり定められております。
⑴　都市公園を損傷し、又は汚損すること。
⑵　竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
⑶　土地の形質を変更すること。
⑷　鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
⑸　貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
⑹　立入禁止区域に立ち入ること。
⑺　指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
⑻　他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
⑼　都市公園をその用途以外に使用すること。
⑽　前各号に掲げる行為のほか、都市公園の管理上支障があると市長が認める行為
をすること。
公園にマナー看板を貼付・撤去する際の基準ですが、貼付については、公園管理
者である市が利用ルール等の周知が必要と判断した場合に設置しています。撤去に
ついては、地元自治会等の意見を参考に撤去することもありますし、現在の条例に
そぐわない古い看板を撤去することもあります。
本件公園におけるマナー看板の貼付・撤去についても、申立人や地元自治会の意
見を踏まえ貼付・撤去を行っております。令和５年（2023年）３月中旬に設置した
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マナー看板については、当初、代表的なマナー看板を設置しましたが、申立人から
効果がないとのご意見がありましたので、より明確な文言で作成いたしました。ま
た、申立人の硬いボール遊びの禁止をマナー看板に加えてほしいとの要望について
は、「硬い」の認識の違いにより、更なる混乱が生じる可能性が懸念されることから、
地元主導による地域のルール化を推進していきます。地元自治会及び公園愛護会等
と連携し、本件公園の利用状況や周辺公園も含めた公園利用についての地域ルール
作りについて現在、協議中です。
今後は、公園のボール遊び等の利用状況については、地元自治会及び公園愛護会
と協力し、見守りや声掛けを行っていきたいと考えています。

オンブズマンの判断

現在設置されているマナー看板については、オンブズマンも確認しましたが、「公
園でのボール遊びのルール」として、「みんなの公園です　他人にケガをさせる、物
を壊す、又は迷惑となるボール遊びを行わないでください」とし、具体例として◇
人が周りにいる時に強くボールをける、投げる、打つ行為　◇公園のフェンス等に
ボールをあてる行為　◇ボール等が道路に飛び出したり、周りの家に入る・あたる
行為　◇その他、他の利用者や通行者の迷惑となる行為を禁止しています。
申立人は「硬いボール遊びの禁止」や「公園占有の禁止」についても、マナー看
板に加えてほしいとの要望ですが、マナー看板の内容は、申立人の要望を踏まえ、
地元自治会と協議のうえ、具体的に禁止されるボール遊びについて記載し、地元自
治会の了承の下に設置しているとのことであり、現状では地域の実情を踏まえた看
板ということができます。また、その後の令和５年（2023年）５月中旬には、セン
ターは申立人の要望に沿ってイラスト入りの看板を設置したとのことです。そして、
今後はこれら看板を基にマナーに反する利用者に対しては、申立人を含めた地域住
民で注意・監督し、それでも効果がないという場合には、改めて地域独自のルール
作りを地元自治会との間で協議することになるかと思います。
様々な人々が訪れ、自由な時間を過ごす場所が公園です。公園を設置する目的に
は、地域住民のレクリエーションの場や都市環境の改善、防災機能の向上、多様な
生物の確保などが挙げられます。本件公園も、上記のような目的があり、危険な遊
びや他人に迷惑となるような行為は許されませんが、子どもが遊ぶ場であることに
異論はありません。昨今、子どもが外で遊ばなくなったと言われています。その原
因としては、外で遊ぶ場所が少ないことも挙げられると思います。公園は子どもた
ちが遊ぶ貴重な場所です。本件公園も適切な管理の下、子どもたちが安心して遊ぶ
ことができる場所となり、憩いの場として、地域の方から愛される公園になっても
らいたいと思います。
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私は、令和３年（2021年）10月上旬頃、「低所得の子育て世帯に対する子育
て世帯生活支援特別給付金」（以下「給付金」という。）の申請をしたが、令和４
年（2022年）３月中旬に不支給決定がなされた。
①給付金の手続に関する苦情
申請窓口で職員から申請日より１か月前までの「住民票」（以下「直近の住民
票」という。）を添付してほしいとの説明があったのでその理由を尋ねたが、理
由を答えずに提出してほしいとの一点張りであった。そこで、給付金のチラシ等
を確認して直近の住民票を添付する必要はないと判断し、３年前の住民票を添付
して給付金を申請したが、やはり直近の住民票を添付してほしいとの依頼があっ
た。そのため、窓口へ出向き理由を尋ねたが、その回答はなかった。理由がない
依頼に応じることはできないので、A課からの説明を待った。令和３年（2021
年）12月上旬、再度、直近の住民票を添付してほしいとの依頼があり、締切日
（２月末）の１日前には、添付書類を提出しないのかとの電話があったが、理由
が示されないので提出しないと回答した。締切日が過ぎた令和４年（2022年）
３月初旬、今度は「こどもが居住する市町村でかつ妻が世帯主である住民票」を
提出してほしいとの依頼があった。理由はあるとのことであったため、窓口へ出
向き要綱要領等を確認したが、その理由に関する記載はどこにもなかった。その
ため提出依頼には応じられないと回答した。
すると、不支給決定書が送付されてきた。不支給の理由は、「申請時点の居住
実態に即した住民票の提出がなかったため」と記載されていた。
給付金に関する市の要綱要領の不備により、市職員から根拠のない依頼や一貫
性のない対応が行われ、挙句の果てには日付の遵守も行わないというずさんな対
応がなされた。また、添付書類が返却されなければ申請書は受理されたと思うの
が当然であり、個人情報保護の観点からも返却しないのはおかしい。
以上のことから、根拠なき不支給決定と要綱要領の不備等コンプライアンスを
遵守しない給付金事務に対し、苦情を申し立てる。
②「市長への手紙」に関する苦情
令和３年（2021年）11月頃、「市長への手紙」を案内されたので、同年12月
下旬、上記質問内容を主旨とした「市長への手紙」を提出した。返事は１か月か
かるとの説明であった。
令和４年（2022年）２月下旬、郵送されてきた返事には実質的な不支給決定
理由と受け取れる内容が記載されていたが、上記質問に対する回答はなく、返事
として不適切である。また、１か月で返事があるとのことだったが、２か月もか
かっており、申請締切日（同年２月末）に間に合わないよう返事を送ったとしか
受け取れなかった。
以上のことから、私への「市長への手紙」の回答の内容が不適切であったこと

苦情申立ての趣旨

⑶　子育て世帯生活支援特別給付金の手続及びそれに関する市長への手
紙（要約）
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市からの回答

苦情①について
給付金を支給するには、支給要綱第２条各号に定める養育要件を満たしている必
要があり、それを満たしているか否かは、申請者が現に児童を養育している事実を
確認しなければなりません。住民票交付後、時の経過で現在の家族状況と一致しな
いおそれがあるため、マニュアルを参考に直近（発行後１か月以内）のものを提出
してもらっている次第です。本市で住民基本台帳などの公簿により申立人の住居を
確認したところ、申立人が他県から本市へ転入している事実は確認できましたが、
申立人が養育しているとする児童の本市への転入はなく、申立人が児童を養育して
いるという確認ができなかったことから、児童の住居状況を確認するために児童の
住居が記されている住民票の提出を求めたものです。
申立人は、添付書類の返却について疑問をお持ちになっておられます。しかし、
申請書が受理されたからといって支給決定がなされるとは限りません。申請書が受
理されても支給要件を満たさない場合や支給要件を満たすかどうか判断できない場
合は不支給決定となります。不支給決定がなされれば、その判断のための資料は公
用文書扱いとなりますので、その資料の扱いは、保存期限まで保管した後に廃棄す
ることになり、原則として返却することはございません。
苦情②について
「市長への手紙」について、B課は通常の流れどおり、A課の回答に従い「市長
への手紙」に対する回答書を調整し、その回答書に対する市長の決裁を得て、提案
者に回答書を送付しており、他の「市長への手紙」に対する回答と異なるところは
ありません。よって、その回答に不備はないものと考えております。
「市長への手紙」における返答期間については、内容により回答の作成に時間を
要する場合や、社会事情等によりご意見が殺到する場合など、回答までに30日では
足りないケースがあり、必ずしも30日以内に回答できるというものではないことか
ら、「必ず１か月以内に回答する」とは案内しておりません。

オンブズマンの判断

まず苦情①について、給付金を支給するには、所得要件、養育要件を満たす必要
があります。本件では養育要件を満たしているかどうかが問題となります。養育要
件を満たしているかどうかは客観的資料により判断する必要があり、その判断方法
として申請者の家族関係が記載されている住民票で確認するのが合理的であること
から、市は申立人に住民票の提出を求めたことが認められます。また、申立人が提

等に対し、苦情を申し立てる。
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出した２年前の住民票では、給付金の申請までの間に、申立人の家族関係に変動が
生じている可能性があるため、申立人が対象となる児童を養育しているのかどうか
を的確に判断することができないと思われることから、市は、申立人の現在の家族
関係を確認するため、申立人に対し、１か月以内の住民票の提出を求めたものです。
かかる市の対応はもっともであり、その対応に不備は認められません。
ところが、申立人は、市から１か月以内の住民票の提出を求められたのに、これ
に応じませんでした。そのため、市は、養育要件の有無を判断することができず、そ
の結果、不支給決定となったものであり、その手続に不備は認められません。
また、申立人は、１か月以内の住民票の提出を求められたが、これは市の要綱要
領に定められたものではないので違法であるとの主張もされています。しかし、要
綱要領は市の内部における行政事務の処理指針であり、事務処理の指針を細部にわ
たるまで網羅的に定めることは事実上不可能です。しかも、市内部における事務処
理の指針ですから、対外的に適用されるというものでもありません。したがって、
市が養育要件を判断するための資料として１か月以内の住民票の提出を求めたこと
が事務処理の在り方として対外的に違法となることはなく、この点についての要綱
要領の定めがなくとも違法という問題が生じるものでもありません。
申請書の添付書類の取扱いについて、これらは、支給・不支給を判断する資料で
あり、その行政判断に対する異議申立て等の法的手続が執られた場合等の証拠資料
となるものですから、市の取扱いに問題はありません。
次に、苦情②について、「市長への手紙」の手順としては、まず窓口となる課で市
民の意見等を受け付け、担当課において回答案を作成し、窓口となる課で調整後、
市長の決裁を得て回答するとのことです。本件においても上記の通常の流れに沿っ
て申立人に回答されていることが認められます。「市長への手紙」に対する回答は担
当課が作成し、窓口となる課はその調整作業を行うだけで回答内容には関与しない
ということですので、回答内容に対する苦情を窓口となる課に申し立てても問題は
解決しないと言わざるを得ません。そして、担当課に対する苦情については、前記
のとおり市に不備は認められません。
また、申立人は、回答まで２か月もたっていると言及されていますが、「市からの
回答」によれば、手紙の内容や社会事情等により回答に１か月以上を要することも
あることから、「必ず１か月以内に回答する」との案内はしていないとのことです。
この回答期限に関する申立人と窓口となる課の言い分は食い違っています。オンブ
ズマンとしてはこの点に関する事実認定は客観証拠もなく差し控えますが、熊本市
役所のホームページでは「市長への手紙」に関して、回答までに１か月 “程度 ” の
期間を要するとの記載があること等に照らすと、手紙の内容や社会事情等により回
答までに２か月程度要したとしても殊更に不備があるとはいえないと考えます。
以上のとおり、市に不備は認められません。
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私は、施設等利用給付認定（新２号認定）を受けた償還払いについて、令和４
年度（2022年度）の１年分を請求したところ、上限11,300円しか認められな
かった。支給額は、通園中の施設によって月額37,000円か11,300円かの上限額
が異なるため、どちらで申請するべきか窓口に再三確認し、37,000円で申請後、
２度その金額で給付も受けたにもかかわらず、11,300円と案内され過払い金の
返還を要求され納得できない。

苦情申立ての趣旨

⑷　幼稚園保育料の償還払い（要約）

市からの回答

施設等利用給付とは、小学校就学前までの子どもを認可外保育施設等に通わせる
場合の認可外保育施設等の利用料や、幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）に通わ
せている場合の預かり保育等の利用料を下記上限の範囲内で給付するものです。こ
の利用料の給付対象となるためには、市から事前に施設等利用給付認定を受ける必
要があります。施設等利用給付認定（新２号・新３号）（子ども子育て支援法第30条
の４）を受けた児童については、施設等利用費の償還払いの請求が可能となります
（子ども子育て支援法第30条の11）。
新２号認定を受けた児童の施設等利用費の支給の上限額は、通園中の施設等で異
なり､ 認可外保育施設等を利用している場合は、月上限額37,000円と実際の利用料
のいずれか低い方の金額であり、幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）に在園中で
預かり保育等（認可外保育施設の利用を含む。）を利用する場合は、利用日数×日
額単価450円（月上限額�11,300円）と実際の利用料のいずれか低い方の金額となっ
ています（子ども子育て支援法施行令第15条の６）。申立人の場合、お子様がA幼
稚園に通園中であることから､ 償還額の月上限は11,300円です。
令和５年（2023年）１月下旬申立人から郵送で施設等利用費請求書の提出があり、
受理しました。請求書には、令和４年（2022年）１月～ 12月分の認可外保育料とし
て、37,000円／月×11か月＋25,520円／月×１か月＝計432,520円の請求が記載され
ていました。
令和５年（2023年）２月初旬申立人の償還払いについて､ 申請に基づき、熊本市
総合行政情報システム（以下「Aネット」という。）の『施設利用費管理』画面に
認可外保育料37,000円を入力しようとしたところ､ 申立人のお子様はA幼稚園に通
園中のため､11,300円が上限であることが判明しました｡ 同日、申立人に架電し、申
立人のお子様はA幼稚園に通園中のため、償還払いが可能なのは上限額11,300円で
ある旨説明したところ、「以前、何度も問い合わせて確認し、37,000円の申請で問題
ないと説明を受けたのにどういうことか。」と主張されました。
申立人のお子様が通われているA幼稚園を含む､一部の幼稚園（新制度に未移行
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の園）については､ Aネットでの施設利用費管理ができないため､ 個別のデータを
作成し支払管理を行っており、在籍園児の情報は年度末にまとめてAネットへ入力
しています。申立人の場合､ 初回請求時の令和３年（2021年）は､ お子様が前年度
未就園児であることから、在園情報を確認できず､ チェック機能が働きませんでし
た｡ また、認可外保育施設用の申請書だったこともあり、幼稚園等に在園している
ことが確認できませんでした。
一方で､ 令和５年（2023年）に申請された際には､ 令和４年（2022年）１月から
12月までの年度をまたいだ申請のため､ 令和４年（2022年）の１月から３月までの
申請については､ 前年度の令和３年度（2021年度）の在園情報が入力済みであった
ため､ A幼稚園の在園が判明し､ 請求額が上限額を超過していることが分かったも
のです。
　申立人に関しては、根拠法令に基づき､ 上限額11,300円/月をお支払することにな
ります。また､ 既に支払済の令和３年度（2021年度）過誤分（37,200円）について
は返還が必要になります｡ 一部の幼稚園（新制度に未移行の園）に在籍する園児の
償還払いでの過払いを防ぐため､ 現在はAネットによる施設利用費管理とは別に在
園情報と請求園児の名前等で照会する作業を追加して行っています｡
さらにAネットへの在籍情報の入力について､市が在籍を確認した時点で随時シ
ステムに入力できるように変更できないか他都市の状況も調査しながら検討してま
いります。
最後に、市民の方への電話等での説明を行うに当たっては、誤解が生じないよう
丁寧な対応に努めるとともに、委託業者への指導についても徹底します。

オンブズマンの判断

今回の申立てに関して申立人が認可外保育施設用申請書を用いて申請を行った際
に、市の担当職員が間違った説明を行ったかどうか、間違った説明を行ったことに
つき市に不備があったかどうかについて検討します。
まず、何故対応した職員によって間違った説明（案内）になったのかについて、
市は事実関係や経緯等を確認するため、間違った案内をした職員を捜し出そうと努
めましたが、申立人から誰と話されたか具体的な職員名のお答えがなく、当該職員
が不明で、事実確認や検証を行うことができなかったとのことです。したがって、
この点については、当時の状況等から以下の点を踏まえて総合判断し、推測するほ
かありません。
本件の調査報告によると、市の担当課は30人体制で業務を行っており、償還払い
については、担当職員２名と業務委託職員２～３名で対応し、委託職員も公共の審
査事務経験者等が配置されていたとのことですので、償還払いに関する問い合わせ
に適正に対応できる体制は整っていたことがうかがわれます。
本申立てにおいて、申立人はオンブズマン事務局での対面での口頭の説明におい
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ては、降園後（又は退園後）や「幼稚園の後」ないし、「園のあと」というような言
葉で説明されていました。
人は、文語か口語かでよく使う言葉が異なります。担当課の職員との問合せは、
口頭によるものですから、この時も「退園後」や「幼稚園の後」ないし、「園のあ
と」というような言葉を使われた可能性が否定できません。
そう考えると、申立人が「降園後」の意味でおっしゃった「幼稚園の後」といわ
れたものを、職員は「退園後」すなわち「幼稚園をやめた後」という趣旨で受け取
り、償還額を月上限37,000円と案内したものと推測されます。これは、「夏休み期間
中に～」という在園が推測される問合せの場合には、償還額を月上限額11,300円と
正しく案内していることからも裏付けられます。
以上、これを前提に検討すると、市の職員による間違った説明は申立人の問合せ
の仕方による可能性があり、市職員の受取方や確認の仕方に問題があったかどうか
を明確に確認することができない以上、本件においては、市に不備があったとまで
はいえないと判断されます。
本件に関する調査で、本件償還払い制度自体が分かりにくい面があること、また
申請書の記入例やチェック機能等にも改善・工夫すべき点があるとして、その旨市
にも指摘しており、この点、「市からの回答」にあるとおり、本件のような過払いを
防止するために、現在ではAネットによる施設利用費管理とは別に在園情報と請求
園児の名前等で照合する作業を追加して行っているとのことです。
そして、Aネットへの在籍情報の入力についても、市が在籍を確認できた時点で
随時システムに入力できるよう変更できないか、調査検討しているとのことです。
本件を契機に、市の対応や事務処理における問題点が浮き彫りとなり、迅速な改
善にもつながっていると判断しています。

市の改善等の状況

Ａネットのシステム運用を行う委託業者との協議の結果、一部の幼稚園における
園児の利用料の支払情報を、四半期ごとにＡネットに取り込むこととしました。
これにより、システム上で当該園児の在籍情報を確認することができるようにな
りました。
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熊本市ホームページに公開している「市民の声」の更新がされていない。「市
民の声」と回答は令和２年（2020年）まで掲載、集計は平成30年度（2018年
度）（令和２年（2020年）６月現在）である。令和５年（2023年）２月電話で
市に更新をするように注意したが、速やかに更新作業をすると約束しながら、３
月下旬に至るも未だ更新されていない。市民からの苦情意見をひどく軽視してお
り職務怠慢である。

苦情申立ての趣旨

⑸　「市民の声」のデータ更新（要約）

市からの回答

開かれた市政の実現と市政への市民参加を推進するため、市民と行政が情報共有
し、市民協働で築く自主自立のまちづくりの環境整備に資することを目的として、
「市民の声」制度を設けており、熊本市市民の声取扱要綱（以下「要綱」とい
う。）に基づき、運用しています。
要綱が制定された平成17年（2005年）当時は、「市民の声」の総数は1,029件でし
たが、令和２年度（2020年度）から令和４年度（2022年度）にかけての３年間は平
均で１年度当たり2,220件となり、それ以前の３年間（平成29年度（2017年度）～令
和元年度（2019年度））の平均から総数が1.65倍に増えました。
「市民の声」の増大に伴い、公開するための作業も、多くの時間を要するように
なり、公開までに時間がかかるようになりました。加えて新型コロナウイルス感染
症の広がりにより更に多くの「市民の声」が寄せられ担当課ではその対応に時間が
割かれたこと、及び市職員全体が新型コロナウイルス感染症の対応に最優先で取り
組む状況にあったことなどが要因で、公開作業が大幅に遅れ、「市民の声」を公開で
きておりませんでした。
そのような中、申立人から、「市民の声」が公開されていないと指摘するご意見が、
電話と当市ホームページにも寄せられました。
そのご意見については、要綱に基づき、「市民の声」公開の担当課から令和５年
（2023年）２月中旬に申立人に郵便で回答をしました。
平成17年度（2005年度）の制度設計当時のやり方では、「市民の声」を速やかに公
開することは大変厳しい状況で、「市民の声」公開制度を設けた当時は、速やかに公
開することで市の制度に対するＦＡＱ（頻繁に出てくる質問と回答をまとめた文
書）としての役割も担っておりましたが、現在ではその役割はコールセンター（ひ
ごまるコール）に引き継がれ、ＡＩガイドによる案内が可能となっています。
そこで、今後は、公開手順を見直し、現行の要綱規定に従い、各事業課の負担を
減らす運用へと移行いたします。
それぞれの各事業課が行ってきた公開準備作業と担当課の調整作業を省き、担当
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課が直接編集、調整したものを公開することとし、これにより時間短縮を図ること
ができます。なお、見直しにより公開件数自体が減っても、市民サービスについて
は、熊本市コールセンター「ひごまるコール」のＦＡＱで補うことができ、市民サー
ビスが低下することはないと考えております。
このたび、申立人に対し２月に「速やかに更新作業を行ってまいります。」と回
答したにもかかわらず、「市民の声」公開が更新できなかった状況は、申立人に不信
感を与えることとなり、結果として不誠実な回答であったと反省しております。
通常担当課は８名で対応しておりましたが、新型コロナウイルス拡大の中、対応
件数が増加したにもかかわらず、令和４年度（2022年度）は、他課への異動、併任、
及び短期応援が相次ぎ、一時的に実働人数が３～４人減った状態でしたところ、今
年度４月には従前の体制に戻っております。
現在、公開に向けて職員一同努めており、このたび６月１日に公開を更新するこ
とができました。

オンブズマンの判断

はじめに、本件苦情は、令和５年（2023年）２月、電話で担当課に、「市民の声」
の更新をするように注意したところ、速やかに更新作業をすると約束をしながら、
同年３月下旬に至っても更新されていない、というものです。以下、これらの点に
ついて判断をします。
更新作業が迅速にできなかった理由については、通常、担当課は８名で対応して
いましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、全庁的にその対応に最優先
で取り組まなければならない状況で、他課への人員の異動、併任、及び短期応援等
が相次ぎ、実働人数も半減状態になったこと、さらに全市的な新型コロナウイルス
感染症の広がりに伴い、多くの「市民の声」が寄せられ、業務量がむしろ増大した
こと等から要綱に沿った更新ができなかったとのことです。
「市民の声」の公開の更新が遅れたことは、制度発足時から現在では実情に合わ
せた要綱の改正が必要な状態にあったことに加えて、新型コロナウイルス感染症と
いう未曽有の危機が重なったことが原因です。
行政法上「要綱」は、行政の執行についての指針を定める内部的規範であり、外
部に対して法的効果や拘束力を持つものではないので、法規ではありません。つま
り、要綱に沿った更新ができなかったからといって直ちに違法性や業務上の不備に
該当するというものではありません。
「市民の声」の公開が担っていた、市民へのＦＡＱについては、申立人からご意
見を頂いた時点において、既にひごまるコールにて対応が可能な状況であったこと、
現在は「市民の声」の公開も更新されていること、「市民の声」の公開基準について
は、現状に応じた要綱の改正に取り組んでいること、などの事情を考慮すると、人
命を重視し、新型コロナウイルス感染症対策を優先した市の判断はやむを得ないも
のであったということができます。
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令和４年（2022年）11月、私の自宅に隣接した土地（以下「本件土地」とい
う。）で農地造成工事（以下「本件工事」という。）が始まった。今現在では、本
件工事もストップしているが、本件工事で本件土地は地面の高さが以前より１
メートルほど上がっている。それにより、以前は降雨後もきちんと水がはけてい
た私の畑が、今ではきちんと排水されず畑が見えなくなるほど水が溜まり作物が
できないといったことも起きている。
私は、農地造成の前提となる農地転用許可申請について調べたところ、申請に
は公共財産払下・付替え等の手続きに関する書類（以下「添付書類①」という。）、
排水計画図（以下「添付書類②」という。）、他法令による許認可等を必要とする
場合のその手続き状況を記載した書類（以下「添付書類③」という。）を添付す
ることが求められていることが分かった。本件土地の農地転用許可（以下「本件
許可」という。）は、資材置場として許可したとのことだった。本件土地は里道
に隣接しているため、工事においては必然的に里道を使用する。そうであれば、
里道も公共財産なので添付書類①の提出事項に該当し、事前に里道の使用許可書
も必要と思えるが、確認したところ、本件土地周辺の里道の使用許可等の書類は
提出されていなかった。また、適切な排水計画のもと適切な添付書類②を提出し
ているのであれば、本件土地近隣の畑の水はけが悪くなることもなかったはずで
ある。このことから、適切な排水計画図も提出されていないものと考えられる。
さらに、本件土地は市街化調整区域であるため、開発行為を行う場合は都市計画
法（以下「都計法」という。）第29条第１項に基づき都道府県知事の許可が必要
で、まさに前述の「他法令による許認可等を必要とする場合」に当たり添付書類
③を提出すべきだが、提出されていない。以上より、本件許可における添付書類
①、添付書類②及び添付書類③に関して、適切な手続及び判断をしておらず、適
切な説明もしていないので苦情を申し立てる。
また、近隣住民に被害が及んでいる以上、担当部署はそれを是正する処置をと
るべきであるが、当事者同士（本件土地所有者と近隣住民）による解決ばかりを
主張し、何ら問題解決に向けて対応しないことに対し苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑹　農地転用許可に伴う添付書類の是非（要約）　　

市からの回答

農地を住宅等の農地以外の用途として利用する場合、農地法（以下「法」とい
う。）第４条又は第５条の転用許可が必要となります。その際、法に基づき農地区分
を判断し、立地基準（農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、
許可の可否を判断する基準）、一般基準（農地転用の確実性や周辺農地等への被害
の防除措置の妥当性などから、許可の可否を判断する基準）により許可の判断を行
います。
その際、地方分権一括法に基づいて市町村に譲与された法定外公共物の中で、機
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能を喪失し、将来にわたり機能回復の見込めないものがあり、それらの払下・付替
え等を行う場合には、添付書類①の提出が必要となります。
本件許可においては、申請時に提出された「土地利用計画平面図排水計画図（以
下「本件計画図」という。）」には里道が明確に区分されており、埋立て等の意思は
ないものとして申請を受けたことから、その時点においては添付書類①は必要ない
ものと判断しました。
農地転用許可申請においては、添付書類について定めた、法施行規則第30条第３
号「申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用
するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面」とし
て、雨水の流れ先について図示された添付書類②の提出を求めています。これは、
農地転用許可申請の際の一般基準による転用許可の可否判断の資料で、農地転用の
該当箇所のみならず、その周辺地域についても考慮して作成すべき性質のものです。
本件においては、添付書類②として、配置図と排水計画図を兼ねた本件計画図が
提出されています。本件計画図は自然排水として雨水の流れる方向が図示され、一
定程度に問題が起きないといえる程度まで考慮されており、添付書類②として適切
なものです。
市街化調整区域において建物建築等の計画がある場合、「開発行為」が行われると
認められれば都計法第29条第１項に基づき都道府県知事（熊本市は市長）の許可が
必要となり、農地転用許可申請の際、添付書類③としての開発許可事前審査回答書
が求められる場合があります。ここでいう「開発行為」とは、主として建築物の建
築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます
（都計法第４条第12項）。
本件許可においては申請時、「事業計画書」及び本件計画図において建築物、また
それに伴う土地の区画形質の変更は計画されていませんでした。また、申請代理人
からも開発行為は不要である旨を確認しております。したがって、本件工事におい
ては「開発行為」は計画されておらず、添付書類③は必要ありませんでした。
申請内容に反した形で造成工事等が行われた場合、また、申請内容に沿った形で
造成工事が行われたにもかかわらず問題等が生じた場合、いずれにおいても、転用
者へはその旨をお伝えします。しかしながら、転用許可は基本的には法による農地
区分、立地基準、及び一般基準に基づく可否を行うのみです。その後、何らかの被
害が生じた場合は、当事者の全責任において処理、解決することとなっております。
このことから、事業計画書には、造成中及び完成後の被害防除方策について、「万が
一、何等かの被害が生じた場合は、当事者の全責任において処理、解決致します。」
との一文が記載されています。以上のことから、農地転用許可後に何らかの被害が
生じた場合、転用者（原因者（工事施工者））の責任において措置を講じる義務が
生じるものとなります。
本件においても基本的には上記のとおりの対応をとっております。ただ、申立人
の意見や疑義等に対しましては丁寧な対応を心掛け、訪問による説明対応も試みた
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ことがありました。また、関係人への連絡調整等は速やかに行っておりました。
今後については、周辺関係者から本件土地の今後の用途について不安視する意見、
現況が更地のため国土の有効利用等の観点から、現在、市より関係者へ定期的に連
絡を行っており、住宅地等、地域との調和が図られ活性化する用途への活用を助言
し、また、その内容については適宜、関係部署で情報を共有し取り組んでいますの
で、今後も引き続きこれらの働きかけを行ってまいります。

オンブズマンの判断

基準となる本件許可申請時には、里道について何ら変更の予定はないとして申請
がなされている以上、市としては、添付書類①は必要ないと判断せざるを得ず、そ
の提出を求めなかったことに不備はないと判断します。
申立人としては、本件造成工事によって排水の問題が生じたことから本件計画図
は、添付書類②としては不適切であったのではないかと考えているようですが、後
日問題が発生したからといって必ずしも添付書類②として不適切であったというこ
とはできません。市としては、書面上の図示等で適切か否かを判断せざるを得ない
訳ですから、その書面上の図示等を合理的に判断して問題がないと思慮される以上、
適切なものとして受理せざるを得ず、仮に造成開始後に問題が生じたとしても、こ
れをもって手続に不備があったと認定することはできません。したがって、添付書
類②としても不備は認められません。
添付書類③の提出が必要か否かは、本件工事において開発行為を行うことが予定
されているか否かにより決まります。「開発行為」が建築物の建築又は特定工作物の
建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう以上、オンブズマ
ンとしても、市が本件工事において開発行為は予定されておらず、添付書類③は必
要ないとの判断から提出を求めなかったとしても何ら問題はなく、本件許可手続に
不備は認められないと判断します。
本件工事後の被害についての措置については、オンブズマンとしても、農地転用
許可制度上、市に是正措置を講じる義務を課すことは困難と思慮されますので、そ
の点はやむを得ないと判断しています。
最後に、申立人が主張するように、農地転用を許可した以上、農業委員会は造成
が終わる最後までその責任を負うべきではないか、との考えも理解できるところで
す。しかしながら、農地転用許可権者としては、農地転用許可制度上、許可申請に
対し、定められた基準で許可要件を審査・確認し、要件が満たされておれば、転用
を許可せざるを得ない訳ですから、転用許可後に発生した問題の是正措置まで負わ
せることは困難であり、また是正措置を行わせるための法整備も整っていません。
今後は関係者がそれぞれを補いつつ、協力して問題解決が図られるよう願ってお
ります。
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私の母は、介護保険の更新申請で要介護２の認定を受けたが、私の見立てでは
要介護３が妥当と思われる。そこで、主治医の意見書等にデタラメなことが書か
れているのではないかと思い、母の個人情報開示請求をしたところ、主治医の意
見書が全部不開示とのことで「保有個人情報の開示をしない旨の決定について
（通知）」を受け取った。
そこには開示をしない理由として、＜該当条項＞個人情報の保護に関する法律
第78条第１項第６号に該当するとし、＜理由＞は主治医の同意が得られない状
況にある、他の審査を受ける者に不利益を及ぼすおそれがあるため、と記されて
いた。そこで、その説明を情報公開窓口に尋ねたところ、担当課の職員２名が説
明に来たので、主治医の同意が必要とする法律を示してほしいと尋ねたが、何ら
回答がなかった。また、他の審査を受ける者に不利益を及ぼすおそれがあるとの
ことだが、私に開示することによって他の審査を受ける者に不利益が及ぶのかと
尋ねたところ、「認定に時間がかかり認定期間が長引く」との回答だった。しかし、
介護保険法第28条第９項には「有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効
力を生ずる」と規定されているので、認定に時間がかかっても不利益が及ぶとは
考えられない。
そこで、この回答がなかったこと及び回答に理由がないことについて、苦情を
申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑺　要介護認定に関する情報公開（要約）

市からの回答

生存されている方の介護認定に関する情報開示請求手続については、情報公開窓
口にて情報開示請求を受けた後、主治医意見書を作成した医師に対し、本人への開
示についての同意の有無を確認したうえで、開示若しくは不開示としています。こ
れは、主治医の同意を得ずに開示した場合、本人や家族が未告知の内容を知って、
当該医師と本人や家族との信頼関係が損なわれるばかりか、当該医師と市との信頼
関係をも損ね、事後の本市の介護認定事務に重大な影響を与えるおそれがあるから
です。
主治医意見書の不開示決定の根拠規定は個人情報の保護に関する法律第78条第１
項第６号及び第７号になります。
主治医意見書の内容は、介護認定の審査に必要な情報であり、正確性及び中立性
が求められます。医師の同意を得ないまま開示するとすれば、医師は本人や家族等
へ開示されることを想定して率直な意見を記載することを躊躇して適正な介護認定
に必要な情報が提示されなくなるおそれがあり、主治医の同意が得られないまま開
示されることによって、審査の正確性及び中立性が不当に損なわれるおそれがあり
ます。また、医師に意見を求めることが困難となるおそれもあり、その場合、介護
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認定の審査の適正な執行に支障を及ぼすおそれもあります。
よって、主治医意見書につきまして、医師からの同意が得られない場合は、個人
情報の保護に関する法律第78条第１項第６号及び第７号の規定を適用し、不開示と
しています。
本件の申立人による申立人お母様の主治医意見書の情報開示請求につきましては、
主治医に確認したところ、開示に同意を得られなかったため、上記のとおり、個人
情報の保護に関する法律第78条第１項第６号及び第７号により、不開示決定としま
した。
介護保険法第28条第９項には「有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力
を生ずる」と規定されているので、認定に時間がかかっても不利益が及ぶとは考え
られないとの主張について、認定効力は申請日まで遡ることもありますが、それで
も認定結果が出るまで介護サービスの利用ができないこと、また、やむを得ず暫定
的なケアプランにより介護サービスを利用した場合、認定の利用限度額を超え、自
費負担が発生する可能性があるといった不利益が生じるおそれがあります。
主治医意見書の開示には主治医の同意が必要であり、本件についてはその同意が
得られなかったため不開示となっていることを丁寧に説明し、ご理解いただきたい
と考えます。

オンブズマンの判断

主治医の同意が必要とする法律を示してほしいと尋ねたが、何ら回答がなかった
との主張について、申立人から提出された「保有個人情報の開示をしない旨の決定
について」（通知）には、開示をしないこととした理由の「該当条項」として、「個
人情報の保護に関する法律第78条第１項第６号に該当」及び「個人情報の保護に関
する法律第78条第１項第７号に該当」と記載されており、通知書に根拠法律が示さ
れているので、申立人のこの点に関する苦情申立ては理由がありません。
次に、介護保険法第28条第９項には「有効期間の満了日の翌日にさかのぼってそ
の効力を生ずる」と規定されているので、認定に時間がかかっても他の審査を受け
る者に不利益が及ぶとは考えられないとの主張について、「市からの回答」によれば、
認定結果がでるまで介護サービスの利用ができなくなることや、自費負担が発生す
る可能性があるということであり、申立人の主張は、この点に関する実務の取扱い
を考慮していないと評せざるを得ません。そして、主治医の同意なく意見書を開示
することによって市と当該主治医との信頼関係が損なわれ、その結果、他の審査を
受ける者に対する認定に時間がかかり、その者に前記の不利益が及ぶおそれがある
のは否定できないところですので、その旨を説明する市に不備を認めることは困難
です。
よって、市に不備は認められません。
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私は、A運動施設（以下「本件施設」という。）の近隣に住んでいる。
その本件施設ではテニスコートやグラウンドの施設利用者へ、ほぼ毎日、拡声
器で終了時間が近づいたことなどについてのアナウンスをしている。アナウンス
の声は周辺に響き渡り私の家はもちろん隣町にまで聞こえている。昼間はまだい
いとして、ほぼ毎晩夜９時に拡声器の声を響かせている。近くには病院もあり、
夜９時は消灯時間である。せめて日没後の拡声器使用はやめてもらいたい。

苦情申立ての趣旨

⑻　公園の夜間放送（要約）

市からの回答

本件施設利用者に対する放送について、駐車場においては、20時55分に全施設利
用者に対して１分程度の閉園のチャイムとアナウンスを行っています。野球場と多
目的運動広場では、各施設利用者の終了時間15分前に１分程度の終了時間をお知ら
せするチャイムとアナウンスを行っています。最終の21時45分はチャイムのみです。
テニスコートは、終日、各施設利用者の終了時間５分前に終了時間をお知らせする
チャイムのみ行っています。
なお、現在、野球場と多目的運動広場のスピーカーが故障しているため、野球場、
多目的運動広場のチャイム、アナウンスは行っておりません。
令和５年（2023年）７月中旬20時55分に駐車場アナウンスの音量を調べたところ、
49.9db となっております。ただし、上記のとおり、野球場と多目的広場のスピー
カーが故障しているため、正確な測定はできていません。環境基準値は、６時から
22時は55db 以下となっております。
本件施設におけるアナウンスについては、運動施設の片付けや整地に時間を要す
ること、閉園時間を過ぎると駐車場からの車両の出し入れができなくなること等か
ら、それぞれの利用者にお知らせする必要があると考えておりました。しかしなが
ら、市内の他の運動施設の状況、申立人からの提言、周辺住宅への影響等を考慮し
アナウンスについては中止を考えております。
申立人からのこれまでの提言について、検討してまいりましたが改善に至らず申
し訳ありませんでした。市内の他の運動施設の状況や周辺住宅への影響を考慮し、
緊急時を除きアナウンスについては中止したいと考えております。また、チャイム
についても各施設の利用者の声を聞きながら、必要性の有無について検討していき
たいと考えております。

オンブズマンの判断

今回、申立人の苦情申立てを受けて、担当課はアナウンスについては中止、チャ
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イムについては、利用者の意見を聞き、将来的に中止するかどうか判断するとのこ
とです。本件施設はオンブズマンも利用したことがありますが、大変広いこともあ
り、利用者に対する拡声器によるアナウンスは、管理・運営上必要であると思いま
す。ただ、何らかの代替方法がある等、本件施設の管理・運営に支障がないのであ
れば、夜間のアナウンスについてはやめてもよいのではないかと考えます。今回、
担当課は、本件施設の利用者に利用開始時において利用時間遵守を徹底すること、
また、駐車場に看板を設置し閉園時間を知らせる等の代替措置を講じることによっ
て、緊急時を除き全てのアナウンスについて中止を考えているとのことです。これ
は、市内にある類似の運動施設においてはアナウンスなしでの管理・運営が行われ
ているとのことで、本件施設についても同様の対応を行うことができると判断して
とのことです。アナウンスなしで本件施設の管理・運営に問題がないのであれば、
住宅地が近くにあることを考え合わせても、その方がよいかと思われます。
今回はお申立人の意向が反映される形で、苦情が処理されることになり、オンブ
ズマン制度の制度趣旨からしても、良い結果となったと考えます。

市の改善等の状況

当該公園のアナウンスについては、管理方法の見直しを行い、緊急時を除きアナ
ウンスを廃止しております。
また、各施設の利用時間終了の５分前を告げるチャイムについては、野球場、多
目的運動広場においては行っておりません。
テニスコートについては、利用者から、終了時間を知らせるチャイムが必要との
声が多いことから、現在もチャイムを継続しているところです。今後、時計を設置
するなどで利用者の理解を得られれば、全てのチャイムを廃止することとしていま
す。
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私の子どもはA高校に通っていた。その当時、子どもが部活の先輩から嫌が
らせを受けており、そのことについて調べるようA校長に頼んだのだが、調べ
てもらえずクレーマーとの扱いを受け、また、子どもの所属の変更を申し出たと
ころ、話も聞かず「無理です。嫌なら入試からやり直してください。」と言われ
た。このようなA校長による不適切な対応を受けたことから、私は、B課に相談
及び調査の依頼をした。しかし、その調査が嘘やデタラメでまともな調査がされ
なかったので、「市長への手紙」を出した。すると、今後はC課が私の納得がい
くまできちんと対応するとの連絡が来た。その後、C課による調査が始まった。
その後、A校長とB課の職員が謝罪と称して私の家に来たものの、A校長は謝
りもせず、むしろ開き直った発言をした。そこでC課に「僕は謝られていない。
何をどう謝ったのか確認してくれ。」と確認を求めたが、A校長とB課職員は謝っ
たと言い張り、C課も私に聞く気がなかっただけで、あくまでA校長は謝ったと
の認識であった。結局一方の言い分だけで判断され、正確な確認はしてもらえな
かった。
また、C課職員はA校長に対する処分があると言ったのだが、その後、処分が
あるとは言っていない、と発言を一転させた。その時の録音は私の方で取ってあ
るし、C課の方でも録音していたはずである。
そして、今後A校長について、このようなことが起こらないように指導して
いくとの話をされた。そこで私は、指導は１度ではなく継続的にやっていただき
たい、また、指導に対してどう返事をし、何をどう反省したのかを全部報告して
くれ、との要望を出した。それに対しては、全部報告する、とのことだった。に
もかかわらず、その後、何一つ私に報告なく、どういう指導を行ったのかの説明
もしないまま、「もう指導は終わりました、話すことはありません。」と一方的に
告げられた。
以上のC課の対応に苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑼　教職員に対する調査（要約）　　

市からの回答

本件は、申立人がA校長に対して処分を求めているのに、C課の対応がそれに応
えるものではないことから、苦情を述べられているものと思料します。C課は、A校
長に対して不満を抱く申立人の心情も理解できることから、対応チームを組み、申
立人に寄り添い、できる限りの対応をしたとの認識でおります。
A校長による謝罪の確認については、A校長ほか１名が謝罪のために申立人の自
宅を訪問したのは、C課対応チームが本件を引き継ぐ前のことです。したがって、C
課の調査の後に申立人宅でA校長が謝罪をしたとの記載は事実と異なります。
A校長の処分に関しては、C課職員がした説明は「検討させていただきますが、申
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立人の期待に沿うところまでにはならないのではないか。」というものであり、A校
長の処分は困難であるという趣旨の説明でした。そして、同日の他のやり取りを見
ても、C課職員の発言の中にA校長に対する処分への期待を抱かせるようなものは
見当たりません。よって、処分があるとの発言を一転させたというのは事実と異な
ります。
C課対応チームは、申立人の名誉回復及び再発防止のため、申立人に事前に伝え
たうえで、A高校の全職員を対象とした研修を実施しました。その様子と結果を報
告する旨を申立人に再三伝えていたものの、申立人からはA校長に対する不満やご
自身の要望があるのみで報告の日程調整ができない状況でした。したがって、指導
について「報告なく、どういう指導を行ったのかの説明もしないまま、『もう指導は
終わりました、話すことはありません。』と一方的に告げた」ということは事実と
異なります。
今後については、申立人が強く求めているA校長の処分は、同校長の行為に地方
公務員法第29条第１項各号に該当する事由があるとは到底認められないことから、
実施は困難であると思料します。また、研修に関する報告の再三にわたる日程調整
にもかかわらず調整がつかなかったことから、残念ながら今後研修に関する報告を
行う予定はありません。

オンブズマンの判断

A校長による謝罪の確認については、C課対応チームは、本件をB課から引き継
ぐことになったことから、一連の状況については詳細に調査、記録しており、引継
ぎ前のやり取りについても正確に調査、確認していることがうかがわれます。そし
て、C課対応チームに引き継ぐ前のA校長の謝罪についても、「A校長は謝罪した
が、結果として申立人に受け入れてもらえなかった」ということを確認し、その認
識をありのままに申立人に伝えただけであり、何らの問題もないと判断します。
公務員の懲戒処分は厳格な基準で適正な手続を経て行われるものであり、A校長
の対応に不適切な点があったとしても、申立人が求める処分がなされることは通常
あり得ないことから、C課の職員が「A校長に対する処分がある」との発言を行う
とは考えられず、処分は困難である旨をやんわり説明したに過ぎないものと判断し
ます。そして、当日の録音データの文字起こしも確認してみましたが、処分への期
待を抱かせるような発言は確認できませんでした。以上より、申立人のいう、発言
をのちに一転させた、との主張は認められません。
指導及びその報告については、C課主導で「保護者相談対応について」と題する
研修が実施され、C課職員が事案の概要を説明し、A校長も自らの対応の至らなかっ
た点を述べ、これを踏まえて電話対応等生徒指導の基礎についてグループディス
カッションするという形で進められ、研修の様子の録画も行われたとのことです。
この点、研修についての関係資料、記録等をオンブズマンも確認しております。し
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かしながら、申立人は研修結果の報告を避け、そもそも報告を受ける意思などな
かったことがうかがわれます。以上の点から、申立人の主張は事実に反し、認めら
れません。
これらのことから、C課は申立人の心情に寄り添い、適切な対応及び対処を行っ
ており、特に、研修の実施は、C課として取り得る最大限の対処であり、極めて適
切な対処であったと判断しております。一方、申立人は研修の実施を了解しつつも、
いざ研修結果の報告を行おうとするとその報告から避けようとするなど、明らかに
話し合いによる解決は困難であることがうかがわれ、そうなると、C課職員が対応
の打切りを決断し、その旨伝えたことは、やむを得ないものであったと判断されま
す。
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私は、A区で生活保護を受けている。
令和５年（2023年）７月下旬、私の担当ケースワーカーに、歯科受診の予約
の件で電話した。電話に出た女性職員によると担当ケースワーカーが別の電話に
対応中とのことだったので、その女性職員に歯科受診の件を担当ケースワーカー
に伝えてもらうようお願いしたところ、「はい、伝えておきます。」とのことだっ
た。
翌日、担当ケースワーカーより家庭訪問の件で電話があったので、歯科受診の
件について確認したところ、「何も聞いていません。」と驚くべき回答だった。今
回はたまたま担当ケースワーカーが連絡してきて、被害は未然に防がれたが、伝
達ミスがあったことは問題であると考え、担当課へ苦情を言いに行ったところ、
担当ケースワーカーとその上司が対応した。女性職員との会話を録音していたの
で聞いてもらい、その女性職員は誰か尋ねたが、声だけでは分からないとの回答
で真剣に探す様子はうかがえなかった。そこで、課長にも報告しておく必要があ
ると考え、課長を呼んでもらえないかお願いしたところ、「ちゃんと報告してお
きます。」と自分たちのところで問題を止めておこうとする意図が見えた。女性
職員の伝達ミスの件もあるので、私の口から直接課長に伝えたいと言ったところ、
渋々課長を呼んでくれた。そこで課長に対して、電話に出た女性職員は誰なのか、
なぜ伝達ミスが起きたのか、そして再発防止についての三点について、書面で回
答するよう求めたところ、「分かりました。」との返事を貰えた。
以上より、女性職員の伝達ミス、女性職員を真剣に探さなかったこと、及び課
長に直接苦情を伝えたい旨を話してもなかなか呼んでくれず、自分たちのところ
で問題を止めておこうとするような対応について苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑽　職員の伝達ミス（要約）

市からの回答

　担当課の女性職員から担当ケースワーカーへの伝達ミスがあったことは事実であ
り、その点について、お詫び申し上げます。
伝達ミスが起こった理由については、担当課では通常の事務処理の他、連日多く
の電話応対に加え窓口対応にも追われている現状があり、電話に出た女性職員はそ
の業務の忙しさから伝達を失念してしまったのではないかと推測されます。
伝達ミスが分かった当日に緊急で班長会議を実施しました。課長から各班長に対
し、伝達ミスについての情報共有と注意喚起、研修及び記録・伝達の徹底について
指導しました。
翌日、電話応対・接遇向上に関して課長から全職員に対し徹底するように改めて
指示があり、同日以降、朝礼・班会議にて電話応対・接遇指導及び接遇向上研修
（動画視聴・資料の再配布）を順次行いました。
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伝達ミスが確認されたため、令和５年（2023年）７月下旬から８月上旬にかけて
課内メールでの伝達及び担当課に在籍している女性職員に直接聞き取りを行いまし
たが、対応職員の特定には至りませんでした。
今回の調査の目的は、課内で発生した伝達ミスの原因究明及び再発防止を図るた
めに、電話応対では必ずメモをとり、確実に要件を伝達することを改めて課内で認
識するものであり、仮に対応した職員が特定できたとしても、組織として対応する
以上、申立人への謝罪は課として行うのが適切であると考えます。ですので、伝達
ミスをした職員を真剣に探さなかったということはなく、探した結果、特定するに
至らず、その職員の特定よりも重要である、将来同じような伝達ミスがないように
上記のとおり課内で再発防止を図っているところです。
課長に直接苦情を伝えたいにもかかわらず呼んでくれなかった、自分のところで
問題を止めておこうとするような対応であったとの主張については、本件について
は課長を呼ぶ案件ではないと主幹及び担当ケースワーカーが判断し申立人に対応し
ましたが、結果的に申立人が納得しなかったため、最終的には課長が対応しました。
主幹及び担当ケースワーカーは、課長に対しての報告を行うため、申立人に対して
も「課長に必ず報告しておきます。」と回答しており、普段も課長を出すことなく
担当者レベルで対応しており、主幹及び担当ケースワーカーが自分たちのところで
問題を止める意図は全くありませんでした。
申立人に対しては、担当課にて謝罪を行い、申立人からの要望についての回答は
口頭にて説明責任を果たしたものであり、申立人に医療機関を受診できなかった等
の不利益が発生しているわけではなく、書面での回答の義務はないことからも、書
面での回答は行う必要はないと考えます。
今回の伝達ミス事案は反省すべきこととして受けとめ、個々の職員が重要性を認
識して電話対応やメモの記録、情報共有の徹底、朝礼及び課内での接遇研修等を定
期的に実施していきます。

オンブズマンの判断

担当課職員による伝達ミスがあったことは、担当課も認めているとおりです。担
当課はこの伝達ミスの事実を認め申立人に対して謝罪を行っているところです。な
お、この伝達ミスによる不都合は生じていません。
伝達ミスをした職員を真剣に探さなかったとの主張については、「市からの回答」
によると、担当課に在籍している女性職員全員に直接聞き取りを行ったが、対応職
員の特定には至らなかったとのことです。今回の伝達ミスについて、対応職員を特
定しなければならないという市の義務はなく、再発防止を図ることが重要な課題で
す。したがって、再発防止策とは関係なく対応した職員を探すよう主張する申立人
の苦情は理由がありません。
次に、課長に直接苦情を伝えたいにもかかわらず呼んでくれなかった、自分のと
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ころで問題を止めておこうとするような対応であったとの主張につきましては、い
ずれの部・課であっても、役職ごとの役割分担があり、各自の役割を果たすことで
全体の業務が円滑に遂行される仕組みが作られていて、市民の方から、「この役職で
対応を」という指名があったとしても、要望に沿えるとは限りません。課全体の業
務量や業務分担の中で、課長の裁量によりどの事務に誰を充てるのかが決められて
おり、市民の要望に応えられなかったとしても特に問題はないと考えます。した
がって、申立人の苦情は理由がありません。
今回、担当課において伝達ミスが発生したことは残念なことですが、担当課にお
いては、再発防止に取り組んでいるとのことですので、今後このような伝達ミスが
ないよう業務に当たってもらいたいと思います。
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令和５年（2023年）８月中旬、A区の担当課にて男性の職員と補装具（義足）
のことで面談中に、同課の女性職員が、離席中の上司を呼びに行った事について
苦情を言いたい。もともと、その上司は不在と聞いていたうえで来所したのに、
わざわざその上司を呼びに行ったこと及び、私の件で警察を呼んだことが、腹立
たしい。

苦情申立ての趣旨

⑾　職員の窓口での対応（要約）　　

市からの回答

常日頃より障がいのある方に寄り添い、分け隔てなく対応しています。今回の申
立人に対しても例外なく、これまで真摯に対応してきました。
申立人主張の女性職員が上司を呼びに行ったということについては事実です。普
段から申立人に接している上司が対応した方が最善と判断したためであり、適切な
対応であると考えています。
職員が警察に通報したことについても、事実ですが、担当課前の待合スペースで、
他の一般市民がいる状況で、申立人が怒号を発し、女性職員やフォローに入った男
性職員に対し、「うち殺すぞ」等と暴言を吐いたため、危険を感じた別の上司職員が、
やむを得ず110番通報したもので、当然の措置であると考えます。
なお、これまで、同様のことが度々発生していたため、警察に相談していたとこ
ろ、警察から、迷わず110番通報をするようにとの指導を受けていたため、その指導
に従って110番通報しました。
今後の方針としても、窓口や待合スペースで長時間にわたって怒号や暴言が発せ
られた場合は、来庁者や職員の安全確保を第一に、適切に対処したいと考えています。

オンブズマンの判断

本件は、申立人が、市職員の申立人に対する接遇について苦情を申し立てている
もので、担当課窓口において、①申立人が男性職員と面談中、同課の女性職員が離
席中の上司を呼びに行ったこと、②同課職員が110番通報したことが、申立人の感情
を害したというもののようです。
市の回答によれば、上記の申立人が主張する①及び②の各事実は、市も認めてい
るところであり、問題なく認められます。そこで、同課職員がどうして上記の対応
をしたのかという点を見てみます。
市の回答によれば、申立人は、日頃から、同課窓口において、同課職員らに対し、
身の危険を感じるような激しい暴言を吐いていたということです。そして、①の事
実は、上記の女性職員が、申立人への対応は、普段から申立人に対応していて慣れ
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ている上司に任せた方が最善であろうと判断したためであるということです。②の
事実は、他の一般市民が区役所内の待合スペースにいる状況で、申立人が怒号し、
同課職員や一般市民にも身の危険を感じるような激しい暴言を吐いたため、110番通
報したということです。
そこで検討するに、市の回答によれば、申立人は日頃から、職員が身の危険を感
じるような激しい暴言を吐いていたということですが、そのことは、本件において、
110番通報されている事実からも容易に認められるところです。かかる状況に照ら
すと、①の上記女性職員が上司を呼びに行ったのは適切な判断であったと認められ
ます。②の110番通報についてですが、申立人の「うち殺すぞ」などという激しい言
葉は、職員に対する脅迫と判断し得るものです。かかる申立人の言動は極めて不穏
当かつ違法なものと認められ、脅迫の現行犯人として110番通報することはやむを
得ない措置といえます。
よって、市に不備はありません。
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私の土地に隣接する土地（以下「本件土地」という。）が令和４年（2022
年）10月中旬に資材置場及び駐車場として農地転用許可（以下「本件許可」と
いう。）され、その後造成工事（以下「本件工事」という。）が始まった。
本件工事で私が所有する低いブロック塀（以下「本件ブロック塀」という。）
を無断で土留として利用し、盛土高を本件ブロック塀高とほぼ同程度にしたこと
で水抜きパイプが塞がれ、畑の排水ができなくなり、少量の雨でも冠水するよう
になった。また、本件土地は、本件工事によって雨水が地下に浸透しにくくなっ
たことから、本件土地から雨水が溢れ出し、私の畑の冠水状態を後押ししている
状態である。このような造成工事を許可した本件許可について、以下の点の苦情
を申し立てる。
⑴担当部署が許可権者として、現場及び事業内容を適正に把握していれば盛土
によって畑が冠水する恐れが大きいことは容易に予見できたはずだが、その注意
義務を怠り本件許可を行った。この点において、本件許可には不備がある。
⑵本件許可は土留として本件ブロック塀の利用を前提とした農地転用許可で、
本件ブロック塀の所有者に対し了解を得たことを確認したうえで農地転用許可を
出すべきだが、それをせずに本件許可をしている点に不備がある。
⑶盛土部と周辺住民の所有地との境界について、本件工事は、本件ブロック塀が
あることからそこが境界だと断定してなされている。しかし少なくとも所有者と業
者で現地立会いが必要だが、それがなされずに本件許可をした点に不備がある。
⑷本件許可に伴って提出された土地利用計画平面図排水計画図（以下「本件計
画図」という。）には、宅地と農地が混在して表記されており、本件計画図にお
ける宅地部分に物置及びプレハブといった建築物が計画されていた。本件土地は
市街化調整区域であるから、開発許可なしに建物を建てることは都市計画法（以
下「都計法」という。）違反である。市街化調整区域内の都計法違反建築物につ
いては、通常であれば違反を確認した時点で関係部署につなぐべきである。本件
許可は担当部署が都計法違反建築物のお墨付きを与えたとも捉えられかねず、適
切な手順を踏まずに許可した点に不備がある。
⑸本件工事において里道が埋め立てられているが、本件許可申請の時点では里道
の埋立ては計画になかったとのことである。であれば、本件許可申請の時点で施工
の対象である盛土部分と、対象でない里道部分の境界確定を実施すべきであるが実
施された形跡はない。にもかかわらず本件許可がされている点に不備がある。

苦情申立ての趣旨

⑿　農地転用許可の是非（要約）　　

市からの回答

農地転用許可には、農地法（以下「法」という。）第４条又は第５条の転用許可
が必要となります。その際、法に基づき農地区分を判断し、立地基準及び一般基準
により許可の判断を行います。一般基準とは「農地転用の確実性や周辺農地等への
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被害の防除措置の妥当性などから、許可の可否を判断する基準」となります。雨水
に関連するものとしては、法第４条第６項第４号に明記されています。
趣旨⑴につき、雨水の排水については、「事業計画書」に地下浸透及び自然放流と
明記され、「本件計画図」には自然排水として雨水の流れる方向が図示された、一定
程度に問題が起きないといえる適切な排水計画図が提出されていました。審査のう
え、法第４条第６項第４号に該当しなかったため許可となりました。本件における
排水及び冠水については、本件許可後の本件工事によるもので、事前の本件許可申
請時に想定されるものではなく、また法に施工仕様について詳細な基準もないこと
から、本件許可自体に瑕疵はなく、「注意義務を怠り安易に本件許可を行った」との
事実はありません。
趣旨⑵につき、本件工事は盛土高とほぼ同程度に施工したのみであり、土留とし
て利用しているものではないと判断しています。仮に本件ブロック塀を土留として
利用していた場合であっても、農地転用許可申請に際しては、法第４条第６項第４
号の他に詳細な基準はなく、隣接する本件ブロック塀を土留として利用する旨の了
解を得たことを農地転用許可申請時に確認しなければ転用許可ができない、という
根拠はありません。よって、この場合であっても本件許可に対する不備には当たり
ません。
趣旨⑶につき、農地転用許可を行う際、境界確定が必要である旨の定めはないた
め、境界確定をすることまでは求めていません。このことから、農地転用許可申請
時に、隣接地の所有者と業者との現場立会いを行ったことまで確認しなければなら
ないという義務はなく、境界確定をせずにした本件許可に不備はありません。
趣旨⑷につき、申請範囲外である宅地部分に他の法令違反が想定される場合、確
認及び報告する義務はありませんが、明らかな法令違反が想定される場合は、関係
部署が連携し、確認すべきと考えます。
本件においては、今回の本件許可申請時に、申請代理人より開発許可については
不要であるとの回答を得ていました。このことから、都計法違反との認識はなく、
本件許可も適正です。また、本件工事着工後ですが、宅地部分における違法建築物
については、関係部署が連携し撤去するよう指導しました。
趣旨⑸につき、法において、境界確定が必要である旨の明確な定めや許可基準は
なく、農地転用許可に際して境界確定が必ずしも必要なものではありません。しか
しながら、本件許可においては、申請後の令和４年（2022年）９月下旬に現地確認
を行った際、申請代理人より本件土地と里道部分の境界にポールが設置されており、
境界である旨説明が行われました。また、この地域については、昭和50年（1975
年）に国土調査（地籍調査）が実施されており、このことにより境界が確定してい
ると判断し、許可に至りました。
以上より、本件において申立人の主張には理由がありません。
本件土地は現在、用地造成後、周辺関係者からの意見により当初計画されていた
「貸駐車場」「貸資材置場」は中止となり更地の状態です。また、本件許可後、地目
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変更登記され「雑種地」となり、所有権移転されて新たな土地利用が想定されると
ころ、本件土地は里道、水路等に隣接しており、その境界や活用状況に応じて、開
発許可を含めた協議が必要であるため、今後も継続して関係各部署で情報共有して
まいります。

オンブズマンの判断

趣旨⑴について、法第４条第６項第４号は、雨水に関連して許可をすることがで
きない事由を挙げていることから、農地転用許可を判断する際は周囲の農地への雨
水による排水や冠水の影響をあらかじめ検討すべきということになります。ただし、
転用に伴う造成工事について、農地法関連では施工仕様等の手続上の基準がないこ
ともあり、担当部署において排水や冠水について専門的なチェックをすることは困
難です。本件の場合、担当部署は、法第４条第６項第４号に該当しないことを申請
書類及び現地確認で判断しているとのことです。そして、本件土地の東側と南側は
水路と接しており、北側は既に宅地になっていますので、オンブズマンとしても、
地形的にみて造成地より北側に位置する申立人の畑に雨水が流れ込んで冠水するこ
とを予見すべきであったとまではいえないと考えます。実際、造成工事後に起こっ
た畑の冠水が造成工事によるものであるという因果関係は必ずしも明確とはいえま
せん。
以上から、申立人の手続不備の主張は認められません。
趣旨⑵について、本件土地の造成は、申立人の所有する本件ブロック塀を土留に
するかのように境界ぎりぎりまで盛土しているため、申立人としては、申立人の了
解を得ないままこのような工事をすることに反発される気持ちは理解できます。し
かし、このような工事を予定していることが分かっていたとしても、担当部署にお
いて造成方法を法的に規制することは困難であり、農地転用許可には、隣接地の所
有者の了解も必要とされていません。そのため、本件ブロック塀の所有者である申
立人の了解がないこと、あるいはその了解を確認していないことは不備とはいえま
せん。
趣旨⑶について、農地転用許可手続では、一般的に隣接地の所有者らの同意や境
界立会い等は求められていません。本件土地は、昭和50年（1975年）４月に地籍調
査が行われており、その時の測量を基に登記簿上の地積の修正もなされていて、周
囲との境界もはっきりしています。その意味でも、本件許可申請に当たって改めて
境界の立会いをする必要は認められません。
趣旨⑷について、オンブズマンとしては、確かに申立人が指摘しているように、
本件許可の申請時に添付された本件計画図には、本件土地に隣接する宅地部分（以
下「件外土地」という。）も市街化調整区域内にあるので、件外土地については、都
計法による開発許可が必要との想定がされる案件であったと理解しています。ただ、
開発許可は、更地としてそのまま利用するときには不要とされています。そのため
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担当部署は、申請代理人の開発許可申請は不要との回答から、都計法違反の認識は
なかったというものです。それでも、申請代理人の回答は本件計画図の表示とは異
なるため、担当部署でも、件外土地に建築物を設置するか否か、今一度確認する余
地があったのではとの思いはあります。しかし、都計法は担当部署の権限外事項で
すので、そこまでせずとも本件許可が法的に不備になるとはいえないと考えます。
趣旨⑸について、市からの回答によれば、農地転用許可申請に当たって、隣接地
が里道の場合も境界確定は手続的に求められていないが、現地確認の際、申請代理
人から設置されているポールが境界である旨の説明がなされ、また、昭和50年
（1975年）の地籍調査でも境界ははっきりしていると考えられるとのことです。こ
のことから、オンブズマンは、いずれにしても本件許可に申立人が主張する不備は
なかったと判断しています。
オンブズマンは、以上のとおり、申立人が主張している手続上の不備については
関連法規に照らし、法的な不備があるとは判断しませんでした。
ただ、本件許可の申請人は、本件許可が出されたあと、里道を埋め立て、本件土
地には大型トレーラーを、件外土地にはコンテナ、プレハブを設置していずれも倉
庫がわりに利用しようとしていました。コンテナ等を倉庫がわりに利用すれば、建
築物扱いになるため都計法の開発許可が必要になります。結局、申請人は本件許可
により予定されていた資材置場と駐車場として利用する事業計画を中止し、本件土
地と件外土地の所有権を移転しています。そのためこれらの土地の今後の土地利用
については、改めて関係者間の協議にゆだねるしかなくなっています。このような
状況に至ったことは、結果論とはいえ、農地転用制度の目的や信用を著しく損ねる
ものです。本件許可の事業計画によれば資材置場と駐車場に供する土地は本件土地、
件外土地、合わせて3,825.73平方メートルになります。これだけの広さの規模の土地
を造成等により一体として開発する案件でありながら、更地のまま利用するという
ことで都計法による開発許可を得ないまま計画を進めようとしたことには無理が
あったと考えられます。もし本件許可の申請に当たって件外土地の開発許可の申請
がされていれば、行政手続上も双方連携して進めることができますので、今回のよ
うな混乱は生じなかったのではないかと思われます。趣旨⑷の本件許可と都計法と
の関係で、開発許可の必要性について、担当部署は本件許可の申請人に今一度確認
する余地があったのではというのもそのことを考えてのことです。
本件許可には法的な不備はありませんが、担当部署では今回の手続の経過を振り
返り、同様の事態が生じないよう留意していただきたいと思います。

市の改善等の状況

農地転用許可後も担当部署として不定期ではあるが、現地確認を継続して行って
おり、現在は宅地部分のコンテナについて撤去され、農地転用許可した土地を含め
更地となっていることを確認しています。
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また、隣接する里道については関係部署へ協議中であることを確認しています。
なお、今後の土地利用計画については、農地転用許可した土地２筆及び隣接する
宅地も含め、現時点で開発許可申請はされていないことから、未定の状態です。
次に、農地転用許可については、これまでと同様に農地法に基づき農地区分を判
断し、立地基準、一般基準により許可の判断を行ってまいります。その際、開発許
可については『昭和44年10月22日　44農地Ｂ第3177号　農林次官から各地方農政局
長、各都道府県知事あて「開発許可等と農地転用許可との調整に関する手続き等に
ついて」』を遵守し、今後も開発許可所管部署と情報を共有いたします。
また、実務上の運用としまして、農地転用許可申請時に申請代理人へ里道・水路
の確認や開発許可の有無の聞き取りを行うとともに、現地調査において土地利用計
画を確認し、その状況に応じて、担当部署より開発許可所管部署、土木部所管部署
など関係部署と情報共有を行いながら適切に対応してまいります。
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令和５年（2023年）３月中旬に担当課にて母の介護保険の更新手続をした。
母の介護保険被保険者証の有効期限は令和５年（2023年）４月末日だったにも
かかわらず、届いたのは令和５年（2023年）５月18日だった。もし令和５年
（2023年）５月１日から17日までの間に介護サービスを利用していたら、介護
保険法（以下「法」という。）第28条第９項によると「当該申請に係る要介護認
定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。」とあるが、そ
の分の費用は一旦10割の実費負担となるところであった。
そこで、通常の介護保険被保険者証の更新手続をしたにもかかわらず、事務処
理の遅れにより有効期限の18日後に介護保険被保険者証が届いたことについて
苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒀　介護保険被保険者証の交付の遅延（要約）

市からの回答

介護保険認定を受けている被保険者は、認定有効期間が終了する60日前から市町
村に対し認定の更新を申請できます（法第28条第２項、同法施行規則第39条）。
更新の申請を受けた市町村は、認定調査員による心身の状況などの調査を行い
（法第27条第２項、同法第28条第４項）、また、被保険者の主治医に対し意見書の作
成を依頼します（法第27条第３項、同法第28条第４項）。
そして、認定調査の結果及び主治医意見書の内容を介護認定審査会（以下「審査
会」という。）の委員に通知し、認定区分や認定期間について審査及び判定を依頼
し（法第27条第４項、同法第28条第４項）、その結果に基づき市町村は要介護認定を
行い、その結果を被保険者に通知することとなります（法第27条第７項、同法第28
条第４項）。
また、要介護認定の更新手続を行い、有効期間の満了後に介護認定結果が出た場
合、その効力は有効期間の満了日の翌日にさかのぼります（法第28条第１項、同条
第10項）。
令和５年（2023年）３月中旬に申立人から被保険者である申立人のお母様（以下
「申立人母」という。）の介護保険認定更新申請がありました。申請受理後、申立人
母の居所区である担当課にてまず認定調査を行いますが、担当課では、より早い認
定を必要とする新規申請・区分変更申請分の調査の日程調整を先に行い、その後に
更新申請分の調査の日程調整を行っています。月初めは申請数が多く、同年３月中
旬に受付した本件は調査日が同年４月中旬となり、受付から調査までに38日を要し
ました。その後、本庁にて審査会資料作成等の事務作業を行い、同年４月下旬に審
査会資料一式を審査会委員に送付しております。審査会委員が資料内容を確認する
ための期間として５開庁日の間を空けることとしており、さらに５月初旬は連休が
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あるため、審査会における審査は同年５月10日となって、同日申立人母の更新を決
定しました。ここで調査から審査会まで23日を要しました。
審査会後の結果通知の発送については、通常３日後に行いますが、土日を挟み、
発送が審査会の６日後となり、同年５月16日に結果通知を送付しました。結果的に
申請から決定内容通知発送まで67日を要しました。
月初めに申請が集中したことや、令和５年（2023年）４月から、介護認定事務の
集約化に伴う事務移行による一時的な業務の集中に加え、連休が重なったため審査
会開催も遅くなり、有効期間経過後の認定となってしまったものです。
有効期間満了後も認定結果が出ていない場合、結果が出るまでは原則介護サービ
スの利用はできませんが、暫定的なケアプランを作成することにより10割の実費負
担ではなく通常どおり一部自己負担のみでサービス利用が可能です。ただし、実際
に認定された要介護度が暫定ケアプランで想定した要介護度より低く、かつ実際の
要介護度の利用限度額を超えて利用していた場合は、その超えた額について自費で
負担してもらうこととなります。
なお、申立人母におかれましては、令和２年（2020年）１月以降のサービス利用
の実績はない状況です。また、介護保険を利用されたとしても、認定された要介護
度は更新前と同じでしたので、暫定ケアプランにおける利用額が実際の要介護度の
利用限度額を超えるという状況が生じることはありません。
令和５年（2023年）４月から、介護認定の迅速化及び業務効率化のため、それま
で各区福祉課で行っていた介護認定事務を集約化して本庁で実施しておりますが、
集約直後の４月は事務移行に伴い事務処理が一時的に集中し、処理に時間を要して
おりました。その後は、効率的な事務処理のための各種改善を行い、介護保険被保
険者証の更新手続が遅れることはなくなってきておりますが、介護サービスが必要
な方にとって、介護認定を速やかに行うことは重要なことであり、その手続が遅れ
た場合の市民の皆様に与える影響を改めて認識し、介護認定事務を適正かつより迅
速に行えるよう、今後も改善に向けた取組を行ってまいります。

オンブズマンの判断

本件の申立人による苦情の内容は、申立人母の介護保険認定更新申請に当たり、
期日どおりに申請したにもかかわらず、介護保険被保険者証が届いたのが、介護保
険被保険者証の有効期限が切れた後であったというものです。
「市からの回答」によると、このことは事実であることが認められます。
そこで判断するに、確かに、申立人の主張のとおり、介護認定を速やかに行うこ
とは重要であり、その手続が遅れた場合、利用者に不利益が及ぶおそれがあること
は否定できません。しかし、申立人母におかれましては、令和２年（2020年）１月
以降の介護サービス利用の実績はなく、今回の遅延によって特に不利益は認められ
ません。そして、今回の遅延は、介護認定の迅速化及び業務効率化を図ったことに
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よる、一時的なものであり、これ以降、遅延はないとのことです。
以上を踏まえますと、担当課の業務に不備があったとまではいえないと考えます。
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私の所属している自治会（以下「当該自治会」という。）の会則では、「本町内
に居住するものを以て会員とする」旨規定されている。ところが現在の当該自
治会長は本町外へ転居しており、会員資格がない。そのことを令和４年（2022
年）４月に当該自治会長に指摘したところ、同席していた老人会長が「市の職員
が、『近くに住んでいて対応できれば自治会長をしてもいい』と言っていた。」と
答え、当該自治会長も同調し、未だに当該自治会長職に就いている。市は、自治
会は任意組織であり、自治会については自治会員の自治が働くことから自治会内
の問題について市は関与しないと言いつつ、一方で、地区外居住の自治会長を承
認している。これは行政による自治会への不当介入である。この点につき苦情を
申し立てる。
次に、当該自治会はここ数年総会を開催しておらず、監査がなされた形跡がな
い監査報告済の決算書が市に提出されているほか、会員へ配布される総会資料に
は、人事について明らかに虚偽の内容が記載されている。総会も開かず、役員名
簿を偽るなど当該自治会の運営はずさん極まりない。市が当該自治会のずさんな
運営に何も指導しないので、その不作為に苦情を申し立てる。
また、市は、ずさん極まりない当該自治会や熊本市老人憩の家運営委員会に対
し、「町内自治振興補助金」や「熊本市防犯灯補助金」、「ごみステーション管理
支援補助金」等の補助金や「指定管理料」を交付しているが、これは違法な公金
の支出であり、この点についても苦情を申し立てる。
最後に、私が令和３年（2021年）10月に当該自治会長の転居届が提出されてい
ない可能性が高いという情報を市に提供するとともに、当該自治会長の住民登録が
正しくなされているかを問い合わせたが、市は個人情報で回答できないとのこと
だった。ところが市は、それらの情報に基づく当該自治会長の住民登録に関する適
正な措置をとらないまま令和４年（2022年）12月まで放置し、当該自治会長が当
該自治協議会会長や当該自治会長等の要職に留まることを承認し続け、さらに、私
からの問合せ状況を自治会長に伝えた。これは職務上知り得た公的情報を理由なく
漏洩していたもので違法である。この点についても苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒁　自治会運営に関する市の対応（要約）

市からの回答

町内自治会は、地域の皆様が良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共
同活動を行っている任意の団体であり、その運営に当たっては地域住民の皆様で決
定されています。
会員資格については、他の町内自治会の例を見ると、町内区域外に居住し町内区
域にて事業を営んでいる方が加入していたり、町内区域外に居住する方が町内自治
会長に就任するなど、必ずしも居住を条件としていない町内自治会もあります。そ
の資格要件等も含め人事や運営に関する基準等は各自治会が地域の状況等に即した



−62−

市の業務に不備がなかった事例

規約や会則を定めていて、各自治会において独自に判断し運営しているとの認識で
す。市が自治会長を承認するなどの自治会人事に介入するようなことはありません。
本件において、ご指摘の発言をしたとする職員は確認できませんでした。任意団
体である町内自治会の人事を含めた運営は、地域住民の皆様で決定されるとの認識
から、町内区域外に居住する者を自治会長とするかどうかも地域住民の皆様の判断
に懸かっていると思います。
自治会に対する指導に関しては、任意団体である町内自治会の運営は地域住民の
皆様で決定されているとの認識から、基本的に市が自治会の運営に指導を行うこと
はありません。しかし、地域住民等から自治会運営に関するご相談があった場合は、
状況に応じて自治会長に助言を行うなどの対応をしているところです。
本市としても、自治会が運営の透明性を確保し、地域の皆様の信頼を得ることは
重要であると考えており、申立人の申出を受けて令和３年（2021年）10月に当該自
治会長宅を訪問してお話を聞きました。その際に、総会は書面表決を含め毎年開催
されていることを確認しています。役員名簿の虚偽については、本市に経緯詳細等
に関する情報がないため、当該自治会にお尋ねいただければと存じます。
補助金等の交付については、当該自治体は補助対象団体であると認められ、いず
れも適正な交付手続が行われていることから、違法な公金の支出ではありません。
住民登録に関する措置については、当該自治会長の住民登録の状況については、
個人情報であるので、申立人に回答できません。住所の認定に当たっては、届出人、
記載内容等の確認を適切に行い、客観的居住の事実を基礎としつつも、当該居住者
の主観的居住意思も総合して決定しなければなりません。また、実態調査について
は、本市では債権債務関係があるなど、必要と認められる場合に限って調査を行い
ます。そのうえで、住民登録地が実態と異なる場合は、住民異動届を提出するよう
指導しております。
本件においては、申立人と自治会長との間に債権債務関係があるとのお申出なく、
実態調査をする必要はないと判断しております。
情報の取扱いについては、自治会運営等のご相談については、個人情報を伏せて
地域住民からとの形で、自治会長にご意見の内容のみをお伝えすることがあります。
本件について、主張されている住民登録に関する問合せ状況を、自治会長を含め
た第三者へ情報提供したという事実につきましては、関係する職員に聞き取り調査
を行いましたが、本市においてその事実は確認できませんでした。
今後、本市としては、自治会等の任意団体の具体的運営に対し指示をすることは
できませんが、これまで同様、地域住民が協議しやすい環境づくりに努めてまいり
ます。具体的には、自治会運営に関し苦慮されている地域を把握した場合は、直接
地域に出向いてその状況を確認するほか、取り得る方法等の相談に乗るなど、課題
解決に向けた対応を継続し、各自治会の運営が適正かつ円滑になされるよう、町内
自治会の手引の配布、自治会長への研修を通じて、できる限りの後方支援を継続し
てまいります。
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オンブズマンの判断

申立人のいう市の職員の発言について、オンブズマンとしては、かかる発言が
あったか否かの点については、申立人の苦情と市との回答に齟齬（そご）があり、
事実を認定することができないため、市の対応についての適否は判断できません。
自治会の運営については、自治会は任意団体であることから、行政は自治組織に
積極的に介入すべきでないと考えます。市が積極的に指導するとなれば、それこそ
自治会への不当介入となりかねません。
市も基本的には同様の見解であると思われます。とはいえ、市が全く関与できな
いという訳ではなく、必要最小限の関与として、自治会から相談があった場合等の
助言に問題はありません。最小限の関与は自治会の適正運営と住民自治の意識醸成
の観点から当然に認められるべきものですが、自治会に対する積極的関与を促すこ
とは、住民自治の本旨に沿わないため、積極的関与をオンブズマンが促すことはで
きないと考えます。市の主張のとおり、自治会から相談があった場合等に助言をす
るにとどめるのが相当と思われ、市に不備はないと考えます。
補助金等の交付については、自治会は任意団体であり自治組織に積極的に介入す
ることはできず、基本的には手続的違法が認められない場合や、明らかな実体的な
違法行為が認められない場合にまで、補助金等の交付等を違法と評価することは困
難です。
本件では、各補助金等で事業計画書等の必要書類がきちんと提出され、審査を
行ったうえで問題がないとのことなので、適正手続に従ってなされており、また実
体的な違法行為を証する証拠もないことから、補助金等の交付等に不備は認められ
ません。
住民登録に関する措置については、住民登録の状況については個人情報であるこ
とから本人以外に回答できないというのは当然の対応であると考えます。
本件においては、申立人は、当該自治会長の住民登録の状況をお尋ねになられて
おり、個人情報なので回答できないとしている市の対応に問題はなく不備はありま
せん。
情報の取扱いについて、申立人の市に対する自治会長の住民登録に関する問合せ
の状況を、市の職員が第三者へ漏洩したか否かについては、市の調査においても市
の職員が第三者へ情報提供をした事実は確認できておらず、これ以上オンブズマン
がこの点に関する事実調査をすることは困難であり、事実の認定ができません。
したがって、この点につき判断することはできません。
最後に、自治会運営に関して苦慮されている地域があった場合、市は、今後も基本
的には、積極的な介入はしないとしながらも、状況の確認や課題解決に向けて相談に
乗るなど、地域住民が協議しやすいような環境づくりに努めていくとのことです。
一方で、自治会運営は自治会内部でなされるべきものですから、自治会には自治
会員が主体となってより良い自治会を作り上げていかれることを期待します。
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私は、熊本市庁舎耐震有識者会議の議事録を開示請求した際に、担当課から不
存在との虚偽の報告を受けた。熊本市庁舎耐震有識者会議分科会の議事要旨、議
事メモとは異なる議事録が存在するはずなのに存在しないとして拒否された。こ
の市の対応は、市民の行政アクセス権を侵害する行為であるからこの点について、
苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒂　情報開示請求への対応（要約）　　

市からの回答

熊本市は、令和３年（2021年）４月初旬、熊本市附属機関設置条例第２条第１項
に基づき、熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議（以下「有識者会議」
という。）を設置し、同年６月初旬に熊本市長から有識者会議に対し、諮問しました。
令和３年（2021年）６月初旬に開催された第１回有識者会議において、本庁舎の
耐震性能について専門的かつ集中的な審議を行うため、耐震性能分科会（以下「分
科会」という。）の設置が決定されました。分科会は、第１回（令和３年（2021年）
10月下旬）から第７回（令和４年（2022年）11月下旬）にわたって審議を行い、報
告書「熊本市本庁舎の耐震性能について（令和４年（2022年）11月）」をとりまとめ、
第３回有識者会議（令和４年（2022年）12月初旬）において報告しました。
市が保有する分科会の議事の内容が記録されている文書としては、議事要旨の他
に、議事メモ（会議の議事を速記し、内部資料として作成したもので、委員にその
内容の正否について確認を取っていないもの）が存在します。
本件経緯について、令和５年（2023年）９月初旬、申立人により文書等開示請求
書が情報公開窓口に提出されました。しかし、対象となる文書の特定が困難であっ
たため、同月中旬、担当課職員（以下「担当者」という。）から申立人へ電話し、請
求の詳しい内容を聴取しました。その結果、申立人と担当者は、記載内容を「本庁
舎等整備の在り方に関する有識者会議�耐震性能分科会の議事録（市ホームページ
で公開されている有識者会議の議事録と同程度のもの）」と補正することを確認し
ました。
そのうえで、分科会の「有識者会議の議事録と同程度のもの」に相当する文書を、
市は作成又は保有していないため、同月下旬、「不存在」として不開示を決定し、申
立人へ文書等不開示決定通知書を発送しました。
その後、申立人が担当課の窓口に来訪し、文書等不開示決定通知書の説明を求め
られました。応対した担当者と申立人で補正内容を「有識者会議の議事録と同程度
のもの」と再確認したうえで、担当者から通知書の内容に沿って説明したところ、
「オンブズマンに行く」と発言し、辞去されました。
本市が作成又は保有する分科会の議事内容が記録された文書は、議事要旨及び議
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事メモが全てであり、熊本市ホームページに公開されている有識者会議の議事録と
「同程度のもの」に該当する文書は存在しません。
申立人の開示請求への回答に当たり、回答内容の「不存在」という言葉が誤解を
生むことのないように、「不存在」とだけ回答するのではなく、補足説明として、分
科会の議事の内容が分かる文書である議事要旨及び議事メモの存在についても説明
を加え、それ以外の分科会の議事内容が記載されている文書は存在しないことを示
したことで、申立人に対する市としての説明責任を尽くしたものと考えています。

オンブズマンの判断

申立人の本件苦情申立ての趣旨は、分科会（申立人は「熊本市庁舎耐震有識者会
議分科会」と呼称している。）の議事録が存在するはずなのに、市は、分科会に関す
る議事録等としては分科会の議事要旨及び議事メモしか存在せず、それ以外の分科
会に関する議事録等は存在しないとして、申立人の開示請求に応じなかったという
ものです。
市からの回答によると、市が申立人に対して回答したのと同様に、申立人が呼称
している熊本市庁舎耐震有識者会議分科会の議事録等としては分科会の議事要旨及
び議事メモが存在するだけで、それ以外の分科会に関する議事録等は存在しないと
いうことでした。
ちなみに、分科会の議事要旨は、熊本市ホームページの中で既に公開されていま
す。一方、分科会の議事メモは、内部資料として分科会の議事を速記したものです
が、分科会委員にその内容の正否について確認を取っていないということです。市
によれば、熊本市情報公開条例第７条第５号に該当する情報が含まれ、分科会の審
議内容が公開されるとその委員の自由闊達な議論が望めなくなるおそれがあるため、
熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議運営要綱第７条に基づき非公開と
されているものです。市は、この点についても、申立人に対し丁寧に説明している
ことが認められます。
本件調査の結果、申立人が主張される「熊本市庁舎耐震有識者会議分科会の議事
要旨・議事メモとは別の分科会の議事録等」の存在は確認できませんでした。
なお、「分科会議事要旨」・「分科会議事メモ」に関する市の申立人に対する説明の
対応も適切であったと認められます。
よって、市に不備はありません。
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A区 B町付近の市道に民間の駐車場から砂利が流出して、交通の危険が発生
している状態であるのに、市はその砂利を撤去するよう駐車場所有者に行政指導
をせず放置していること、及びA区 B町の耕作放棄地から雑木、雑草が市道に
張り出し交通の危険を生じている状況であるのに、市はその除去等を耕作放棄地
の所有者に行政指導をしないことに対して苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒃　行政指導の求め（要約）　　

市からの回答

市民から除草に関する相談等があった場合には、あき地等に繁茂した雑草等の除
去に関する条例（以下「条例」という。）に基づき、所有者に除草指導を行います。
除草指導は、条例第４条に基づく現地確認により繁茂状態が認められた場合に、
条例第３条に基づく除草等の除去の勧告をすることができます。市では各区役所総
務企画課が相談窓口となり、事業主管課であるＣ課が作成した「除草指導事務処理
マニュアル」に従い、一連の事務処理を行っています。
事務処理の手順として、現地を確認して、雑草が繁茂状態であるか確認し、繁茂
状態であれば当該土地の登記事項全部証明書を取得し、当該土地の所有者を確認し、
その所有者に対して除草のお願い文書（以下「除草依頼書」という。）を郵送し、
発送から約一か月後に現地確認を行い、未除草であれば再度除草依頼書を郵送して
います。二回目の除草依頼書発送から約一か月後に現地確認を行い、引き続き未除
草であった場合、Ｃ課に依頼し勧告を行います。
本件の場合、令和５年（2023年）６月下旬に登記事項全部証明書を取得し、当該
土地の所有者を確認したうえ、除草対象地を確認したところ、対象地の約半分が除
草されており、樹木も伐採されていたため、繁茂状態ではないと判断し、除草依頼
書の発送を中止しました。
次に、市民から道路に関する相談等があった場合、道路管理者において、道路法
第42条に基づき、道路を常時良好な状態に保つように維持、修繕するとともに、一
般交通に支障が生じないように適切な措置をとることとなります。
本件道路の管理者であるA区土木センターにおいて、当該道路を視察したところ、
道路の交通に危険が発生している状況は認められなかったため、道路交通法第71条
第１項に基づく行政指導はしていません。
このように、A区担当課及びA区土木センターとしては申立人からの相談や依頼
の都度、現地確認や条例等に基づいた事務処理を行ってきており、一連の対応に問
題はなかったと認識しております。
今後の方針として、申立人から指摘のあった市道には、道路勾配から土砂が溜ま
りやすい状況にありますが、堆積した土砂は一概に隣接する駐車場からのみ流出し
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た土砂と断定することはできませんが、駐車場管理者へは、駐車場の適切な管理を
お願いしてまいります。また、A区土木センターにおいても、適宜現地の土砂堆積
の状況を確認のうえ、必要に応じて撤去していきます。
また、今後、草が繁茂する状態になり再度申立人や近隣住民からの除草依頼が
あった場合は、除草対象地が市の管理地でない場合は所有者に除草していただくこ
ととなりますので、所有者に所定の手続に従って除草依頼書の発送を行います。

オンブズマンの判断

行政指導とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目
的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その
他の行為であって処分に該当しないものをいう」（行政手続法（以下「行手法」とい
う。）第２条第６号）とされています。
では、どのようなときに行政指導を求めることができるかといえば、「何人も、法
令に違反する事実がある場合で、その是正のためにされるべき行政指導がされてい
ないと思慮するとき、権限を有する行政機関に対してその旨を申し出て、行政指導
を求めることができる。」（行手法第36条の３）としています。
本件では申立人が行政に指導を求めた際に法令違反があったのかが問題となりま
す。市からの回答によれば、砂利の流出について、本件道路において交通の危険が
発生している状況ではなかった、つまり法令違反はなかったということであり、こ
の点において申立人の主張と市の主張には齟齬（そご）があり、オンブズマンとし
ては現状においてこれ以上の事実調査は困難であり、交通の危険が生じていたか否
かの事実認定をすることができないため、この点について判断することができませ
ん。
次に、耕作放棄地の雑木、雑草について、市によれば、雑草の繁茂は現認できた
ものの、歩道への張り出しは認められず、その際、申立人から、歩道へ張り出した
雑草は申立人が自ら除草したということでした。つまり、申立人が行政機関に行政
指導を求めた時点で、雑草が歩道へ張り出していた事実は解消されていて、法令違
反の状態はなかったものと認められます。
本件申立ては、申立人が近隣住民の安全のために申し立てられたものだと思いま
す。そして行政機関についても、申立人の地域を思う気持ちに答えようと、真摯に
対応しようとする姿勢が感じられます。そして、申立人が溜まっていた泥や張り出
した樹木の片づけをして下さったとのことで、改善がなされているようです。その
結果、行政指導の必要があったとまでは認められず、行政指導をしなかったことに
不備があるとはいえないと考えます。



−68−

市の業務に不備がなかった事例

令和４年（2022年）８月、私が病気で入院することになり、私の娘は熊本市
児童相談所（以下「児相」という。）に一時保護された。その後、娘は児童養護
施設に入所し、令和５年（2023年）９月に里親に出されることになった。その際、
私たち夫婦から問合せをしないと全く報告もないうえ、問合せをしても事後報告
で、何の連絡や相談もなく勝手に進められた。そのため、娘がどこの児童養護施
設に入所したのか、どこに里親に出されたのかもわからずじまいであった。
また、児相の担当者は、電話の対応など、こちらの気持ちを考えず上から目線
で頭ごなしに話すことが多い。家庭裁判所に提出するための書類には私や夫（以
下「実夫」という。）に関する病名等について虚偽の申告をしており、私たち夫
婦が育てることができないという文面があった。
このような一連の児相の対応に苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒄　児童相談所の不誠実な対応（要約）

市からの回答

令和４年（2022年）８月下旬、申立人が体調不良により病院に入院されました。翌
日、児相の児童福祉司が家庭訪問し、在宅していた実父及び申立人のお子様（以下
「本児」という。）と面談しましたが、実父は本児の一時保護を望まれませんでした。
ところが、同月下旬夜間、実父が熊本東警察署に対し「自死したい。」旨の110番通報
をしたため警察官が臨場し、翌日、児相が同署から本児の身柄付き児童通告を受けた
ため、同日、本児は一時保護となりました。
その後、児相担当児童福祉司が、申立人及び実父との面接を重ね、本児の社会的
養護の必要性を説明し、同意を求めていましたが、申立人及び実父はこれに応じよ
うとしませんでした。しかし、申立人及び実父には金銭管理のずさんさが目立つと
ともに本児に対する養育についても衛生的かつ十分な食事を与えていないなどの問
題がありました。過去の経過及び申立人及び実父の病状に鑑みても、本児の家庭復
帰は相当でないと思料されました。同年10月上旬、児相ケース検討会議において、
本児の社会的養護の方針が決定し、これを受けて、申立人及び実父に対し、改めて、
社会的養護への同意を求めましたが、申立人及び実父は再度反対しました。そこで、
児相は、同月中旬の援助方針会議にて、一時保護を延長し、延長後の期間内に社会
的養護への同意が得られない場合は、児童福祉法（以下「法」という。）第28条第
１項第１号に基づく措置承認審判の申立て（以下「法第28条第１項第１号申立て」
という。）を行うとの方針を決定しました。同年12月下旬、児相は、熊本家庭裁判所
に対して、法第28条第１項第１号申立てを行い、令和５年（2023年）３月下旬、「本
児を児童養護施設若しくは障害児入所施設に入所させること又は里親若しくは小規
模住居型児童養育事業を行う者に委託することを承認する。」旨の審判結果が確定
したため、同年４月、障害児入所施設への措置入所を行いました。
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そもそも社会的養護は里親委託が原則であるため、児相は、里親への措置変更を
行う方針でした。本児はもともと、発達面において軽度の遅れがみられましたが、
同施設での生活を通して様々な刺激を受け、認知面や言語面の伸びが確認されるな
ど、順調に発育発達を遂げていました。同年６月下旬、児相において、本児の処遇
方針について、ケース会議で検討した結果、本児は、今後、特定の養育者とのかか
わりや社会生活を通して、更なる成長が期待されると見込まれることから、養育里
親への委託措置に切り替えることが適当との判断に至り、本児を養育里親へ委託す
る方針となりました。
申立人主張に対する市の見解をまとめますと、本児の一時保護は、申立人の入院
中に、実父が希死念慮を訴えるという状況下で警察から身柄付き通告を受け、本児
の安全を早急に確保する必要があったからで、申立人及び実父に対する事前の連絡
や相談は困難な状況でした。その後も、児相は、申立人及び実父に対し、社会的養
護が必要であると繰り返し説明しましたが、申立人及び実父は、社会的養護に同意
されることはありませんでした。そこで、熊本家庭裁判所の承認を得たうえで、本
児の施設入所措置をとり、その後、里親委託措置をとりました。また、施設入所措
置・里親委託措置をとった際に、その都度、申立人に対して電話で報告を行ってい
ます。このような経過に照らし、児相が、「勝手に進めた」との事実はございません。
本児がどこの児童養護施設に入所したのか、どこに里親に出されたのかもわから
ずじまいだったとの主張についてですが、申立人が施設入所や里親委託等に同意し
ておらず、かつ、面接や電話などで家庭引取りを求めていたことから、申立人が本
児を連れ戻しに来るなどのおそれが認められました。よって、児童虐待防止法第12
条第３項に基づき、申立人には、施設名及び里親名を伝えないこととしました。
児相の担当者は、こちらの気持ちを考えず上から目線で頭ごなしに話すことが多
いとの主張についてですが、担当者は、申立人と電話で連絡を取り、本児の面会交
流の際に１度お会いしましたが、終始、適切な対応であったと認識しております。
家庭裁判所に提出する書類に「私や夫に関する病名等について虚偽の申告をして
おり、私たち夫婦が育てることができない」という文面があったとの主張について
ですが、「病名」は、申立人及び実父のかかりつけ医からそれぞれ聴取した病状調査
結果に基づいて記載したものです。また、病状調査を含めた児相の調査結果を踏ま
え、申立人と実父が本児を養育することは困難と判断し、その旨を申立書等に記載
しております。
本児が安定した環境で適切に養育されるという支援目標に向け、今後も申立人及
び実父の生活状況を確認しながら、本児への支援を継続します。引き続き、家庭復
帰の適否を慎重に判断していくとともに、適宜親子面会の機会を設け、親子のつな
がりを保っていく所存です。また、申立人のご不安に寄り添い、適宜連絡を取りな
がら、申立人の理解を促していきたいと思います。
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オンブズマンの判断

法第33条第１項には、「必要があると認めるとき」に一時保護ができる旨規定して
います。ここにいう「必要があると認めるとき」とは、児童の安全を確保し適切な
保護を図る必要があるときと解されています。本件において、本児を一時保護した
経緯は、申立人が入院中で、実父が自死を訴えて警察に通報したため、警察が本児
の身柄付き児童通告をしたことによります。以上からすると、本児の安全を確保し
適切な保護を図る必要が認められ、本児に対する一時保護の手続に違法性はなく、
不備は認められません。
法28条第１項第１号・第27条第１項第３項には、児童を障害児施設への入所又は
里親委託をさせることが、児童の親権を行う者の意に反する場合は、家庭裁判所の
措置承認を得て行うことができる旨、規定されています。本件において、児童の親
権を行う者である申立人及び実父が本児の障害児施設への入所に反対したため、家
庭裁判所の措置承認を得たうえで、本児の障害児施設への措置入所を行っています。
よって、本児に対する障害児施設への入所の手続に違法性はなく、不備は認められ
ません。
里親委託についても、家庭裁判所の措置承認を得たうえで、本児の里親委託がな
されているのが明らかであり、本児に対する里親委託の手続に違法性はなく、不備
は認められません。
以上のとおり、本児に対する一連の一時保護、障害児施設入所、里親委託に関す
る手続に違法性はなく、不備は認められません。
なお、申立人は、本児がどこの施設に入所したのか、どこに里親に委託されたの
か教えてもらえなかった旨申し立てていますが、申立人が本児を違法に連れ戻しに
来るなどのおそれが認められたため、児童虐待防止法第12条第３項に基づき、申立
人に施設名及び里親名を伝えないことにしたとのことですので、この点についても
違法性は認められません。
申立人は、児相職員の対応についても苦情を申し立てていますが、「市からの回
答」を見る限り、不適切な対応はみられません。申立人におかれましては少し強い
口調と感じられたこともあったのかとは思いますが、あくまで本児のことを思って
のことと思われますので、その点、申立人にはご理解していただけたらと思います。
申立人は、１日も早く本児と一緒に暮らしたいとの思いから、児相の対応に苦情
を申し立てていると思われます。児相も、本児の家庭復帰へ向けて、親子面会等、親
子のつながりを保っていき、支援を行っていくとのことですので、申立人の生活状
況が安定し、１日も早く本児が家庭復帰できることを期待しています。
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本件苦情は119番通報を受けた職員の電話接遇に関する苦情（以下「趣旨①」
とする。）と、臨場した消防隊員が、辛くて朦朧（もうろう）としていた申立人
に対し、安心させるどころか、申立人が痛いと訴えたことに対し「そんな大声を
出したらだめですよ。」などと人の感情を逆なでするような言動をしたことに対
する苦情（以下「趣旨②」とする。）である。

苦情申立ての趣旨

⒅　消防隊員の現場対応と救急電話受電対応（要約）

市からの回答

１　趣旨①について
令和５年（2023年）12月中旬消防局指令センターにおいて119番通報を受電し

ました。指令管制システムの地図上での位置情報は、Ａ宅を災害点表示しており、
同じ地番で２個所に住居（A宅・B宅）があり、家名表示が通報者氏名と異なっ
たため、より詳細に近隣の目標建物、隣地の家名について聞き取りを行いました。
その結果、B宅であることが判明し要請場所が確定したことで、直近の救急車へ
出場指令を行い出場させました。引き続き傷病者の容態の聴取等を行い、通信を
切断しました。
119番通報を受ける職員は、人命等に関わる緊急の対応に際して迅速かつ正確

に、出場する現場の消防・救急隊員へ情報を提供するのが最も重要な職責ですの
で、通報者から聴取した内容を指令管制システム地図上での位置情報と照合し一
致させた上で指令を発するとしています。
今回の事案は、通報者の説明とシステムの番地が一致しないため、誤出動防止

のため聴取の必要があり、その職責を全うしたものです。
２　趣旨②について

救急車が現場に到着時、申立人は玄関に立位で（歩行可）、頭痛を訴えておら
れましたので、Ｘ隊長が先行して申立人と接触、残る二人はストレッチャーを降
ろして申立人をストレッチャーに乗せて車内収容をし、３名でバイタル測定、医
療機関選定等に当たりました。その後、医療機関Aが受入れ可能との事であった
ため、いち早く出発するためＹ隊員は助手席とＺ隊員は運転席に移動、現場出発
の体制をとっていましたが、Ｘ隊長が詳細情報を医療機関Ａへ伝えていたところ、
申立人が大声で「頭が痛い」と訴えたため、電話越しにそれを聞いた医療機関Ａ
が、受入れ困難と判断されました。そのため、受入れ病院が決まるまで出発の体
制を維持し、再度、医療機関選定後、医療機関Ｂへの搬送が決定し、搬送しました。
職員が「そんな大声出したらダメですよ」という発言をしたことは、間違いあ

りませんが、その発言の趣旨は、大きな声を出すことで申立人の頭痛が悪化する
ことを心配したこと、Ｘ隊長が病院と連絡中であったため、それを遮らないよう
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にするためであって、決して悪意によるものではありません。職員による申立人
を迅速に医療機関に搬送するための言動が申立人に伝わらず残念です。
３　�消防業務（救急業務含む。）は、市民の生命・身体・財産等を守るために安全
面及び確実性を最優先とする選択をしなければならないという特殊性を持ってい
る業務ではあるものの、自身の発言や行動が必ずしも正当であるという立場に立
つことなく、場合によっては、市民の方との認識相違に発展することを念頭に置
きながら、少しでも市民の方に寄り添う事ができるような業務遂行に努めてまい
ります。

オンブズマンの判断

１　趣旨①について
　通報してきた申立人側と電話を受けた職員の話がかみ合わなかったことについ
ては、通報者が外国の方で聞き取りが円滑にいかなかったこと、また、申告する
住所に、指令管制システムの情報では、住居が２軒あり、通報者の氏名とシステ
ム上の家名表示が異なったことから、市は出動の目的地を特定するため、より詳
細に近隣の目標建物、隣地の家名について聞き取りを行う必要があったことに起
因すると考えられます。誤出動を防ぐために出動先の場所確認のため事情聴取が
長くかかってしまったことは、市の対応としてやむを得ないものと考えます。
２　趣旨②について
　臨場した消防隊員について、市への調査によると、Ｘ隊長が先行して申立人と
接触し、３名でバイタル測定、医療機関選定等に当たったとのことです。その後、
医療機関Aが受入れ可能との事であったため、いち早く出発するためＹ隊員は助
手席に、Ｚ隊員は運転席に移動し、現場出発の体制をとっていましたが、一転し
て医療機関Ａによる受入れが困難となったため、他の受入れ可能な病院が決まる
まで体制を維持していたとのことでした。
　また、大きな声を禁じた点についても、申立人の頭痛悪化の防止と、受入れ先
の病院との連絡のため、静かにするよう促したもので必要な対処だった思われま
す。
３　�消防局においては、市からの回答にもあるとおり、消防隊員として、自身の発
言や行動が必ずしも正当であるという立場に立つことなく、少しでも市民の方に
寄り添った業務遂行に努めていただきたいと思います。これからも、申立人から
の苦言を参考にして、市民が安心して救急要請ができるように、努めていただく
ことを期待いたします。
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私の経営する自動車会社前の道路で、令和５年（2023年）11月頃から市によ
る道路工事が行われていた。同年12月初旬に道路の補装が終わり、駐車場の前
に穴が開いていたので現場作業員に聞いたところ、この穴にポールが建つと言わ
れた。その位置にポールを設置されると、駐車場から出るのに邪魔になるので、
同年12月初旬から下旬までの間にポールの位置を変えてほしいと、担当課と５
～６回交渉をした。何度もお願いしたが、「絶対にここに建てないとダメ、他の
場所では意味がない」と言われ場所を変更してもらえなかった。
そして、翌年１月中旬、担当課は、私が会社にいないと思ったらしく、急遽連
絡もせずに、当該ポールを建てた。従前は駐車場からすぐに右方向へ出ることが
できていたが、当該ポールの設置によりそれができなくなり不便を強いられてい
る。何度もポールを建てないようお願いしていたにもかかわらず、勝手に建てら
れたことに納得できないし、このポールを撤去してほしい。この点について苦情
を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒆　会社駐車場前の歩道へのポール設置とその対応（要約）　

市からの回答

本件の苦情は、一般県道舗装等工事（以下「本件工事」という。）以前は、申立人
が経営する会社の駐車場から右斜め方向に進行して県道に進出することができてい
たが、会社前の歩道にポールが設置されたためそれができなくなり不便であるとし
て、このポールの撤去を求めての苦情であると理解されます。
当該地域は、近年、開発等により住宅化が進行しており、小学生等が増加してい
るところ、通学路になっている当該交差点は、自動車交通量も非常に多く、交通事
故の危険性が高まっている状況です。そのような中、令和４年度（2022年度）の通
学路合同点検（A小学校、教育委員会、PTA、交通管理者、道路管理者による危険
箇所の確認と対策案の検討）において、学校関係者や PTA等から信号新設や当該
交差点の安全対策について要望があり、交通管理者と協議のうえ、歩行者等の安全
を図るため、老朽化して傷んだ舗装の補修及び区画線の引き直し、歩道と車道を区
別するための縁石の設置、車が歩行者への衝突を防ぐためのボラードの設置、車の
運転手に注意喚起するためのカラー舗装（歩行者横断帯）を総合的な安全対策とし
て実施することになりました。本件工事の工期は令和５年（2023年）９月～令和６
年（2024年）１月でした。
なお、申立人が撤去を求めているポールは正式にはボラードといい、「道路の付属
物」として道路法第２条第２項第１号に「道路上の柵又は駒止め」と規定されてい
る駒止めの一種です。主として交差点における横断歩道開口部及び隅切り部（以下
「交差点開口部」という。）に設置し、車両の歩道への進入による歩行者等の人的
被害を防ぐことを目的とした施設をいいます。
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市は、申立人に対し、令和５年（2023年）７月から令和６年（2024年）１月にか
けて、合計５回にわたって工事へのご協力とご理解をいただけるよう本件工事につ
いて説明いたしました。その過程で、警察署等の関係各所と協議し、道路の構造や
安全性に配慮しつつ、申立人の要望に沿って申立人経営の店舗前面に新設を予定し
ていた横断歩道を本件交差点の西側に変更しましたし、道路の舗装高や縁石の高さ
を、申立人の要望に沿う形へと可能な限り対応致しました。しかし、歩道の隅にボ
ラードを移設するようにとの申立人からの提案については、前記のボラードの機能
が発揮されないため変更することはできませんでした。
本件工事によって設置したボラードは、交差点の通行車両が歩行者等に衝突する
ことを防ぐために必要な交通安全施設であり、事故等を考慮したうえで、設置の取
りやめ及び申立人が希望する場所への移動はできないと判断しました。申立人に対
してはその旨を説明しても同意をいただけませんでしたが、ボラードの数量につい
ては申立人の主張に配慮しました。交差点を利用する歩行者や申立人を含む交差点
近隣店舗等の駐車場を利用する方々等の安全確保の観点からも、撤去や移動の必要
はないと判断しています。
今後、交差点の安全対策の観点からボラードの撤去、移設は行わない方針ですが、
申立人から再度説明を求められることがあれば、懇切丁寧な説明を行い理解を得た
いと考えています。

オンブズマンの判断

本件の苦情は、市が行った本件工事でボラードが設置されたことによって、申立
人が経営する店舗の駐車場から右斜め方向へ進行して交差点に進入することができ
なくなり不便であるとして、このボラードの撤去を求めた苦情であると考えられま
す。
本件工事は、令和４年度（2022年度）の通学路合同点検において、地域住民から
の要望により、交差点付近の総合的な安全対策として、令和５年（2023年）９月～
令和６年（2024年）１月の工期で実施されたとのことです。
問題となっているボラードは、交差点開口部に設置し、車両の歩道への進入によ
る歩行者等の人的被害を防ぐことを目的としているものです。
本件交差点周辺はA小学校の通学路となっており、登下校により、多数の児童が
同交差点出入口の横断歩道等を利用するところ、事故防止等の観点から、同交差点
付近の安全を確保する必要性は高く、ボラードの設置はやむを得ないものと考えら
れます。
また、申立人は、ボラードの位置をずらして、右斜め方向へ進行して当該交差点
に進入することを強く望まれているようですが、当該交差点への係る進入方法は、
道路交通法第17条の通行区分違反（逆走）となります。申立人経営の店舗前の車道
を一時的に右に逆走することになるからです。
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交差点を利用する交通参加者は、通常、車道を逆走してくる車を想定せずに交差
点に進入するため、このような想定外の行為は交差点の危険性を高めることになり
ます。市が、本件ボラードの設置箇所を現在の位置としたのは、車道を逆走して交
差点に進入してくる車両との交差点内の事故を未然に防ぐためであるとも考えられ
ます。この市の判断は相当と思います。
申立人におかれましては、これまでは右斜め方向に進行して当該交差点に進入す
ることが可能だったところ、本件ボラードの設置によりそれができなくなり、不便
を強いられ、納得できないというお気持ちのようですが、本件ボラードの設置場所
は、市が管理する歩道です。広く一般市民が利用する公共の道路の管理については、
横断歩道や信号の設置等について交通管理者（警察）等と協議のうえ決定されおり、
本件ボラードの設置は公共の安全を判断の基礎にした行政裁量の範囲内であるとい
えます。
よって、申立人のお気持ちはお察ししますが、公共の安全を基礎とした総合的な
観点から、市に不備はないものと判断します。
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３　調査対象とならなかった事例
　令和５年度（2023年度）に処理した事例で、調査の対象外となったものは次
のとおりです。
・市の仕事やそれに関わる職員の行為でない苦情（熊本市オンブズマン条例第６条）
　市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為に該当
せず、調査の対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨

⑴　TSMC進出による環境被害
市はＴＳＭＣのYouTube動画を確認して、市民に詳しい説明をすべき。

・判決、採決等を求め現に係争中の事項及び判決、採決等により確定した事項
に関する苦情（熊本市オンブズマン条例第６条⑴）
　「判決、採決等を求め現に係争中の事項及び判決、採決等により確定した事項」
に該当するため、調査の対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨

⑵　文書等開示請求への対応
熊本市に対して行った審査請求係争中の諮問委員会の答申についての再調査を

求める答申に納得できず、調査のやり直しが必要だとの主張。

⑶　公務災害についての市の対応
20年以上前の自分の公務災害に関して、損害賠償請求し民事裁判もしたが却下

されたため、刑事事件として訴えたいので調査してほしい。

・職員の自己の勤務内容及び待遇に関する苦情（熊本市オンブズマン条例第６条⑷）
　「職員の自己の勤務内容及び待遇に関する事項」に該当するため、調査の対
象外となったものです。

内容・申立ての趣旨

⑷　会計年度任用職員の再雇用
市の会計年度任用職員として働いていた。任期満了により再度試験を受け直し

たが、採用されなかった。その不採用は不当である。

・オンブズマンの職務に関する苦情（熊本市オンブズマン条例第６条⑸）
　「オンブズマンの職務に関する事項」に該当するため、調査の対象外となっ
たものです。

内容・申立ての趣旨

⑸　オンブズマンの調査が相当でない理由等
以前行った申立てが、オンブズマンにより「調査しない」と判断され、その理

由にも納得できない。
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・自身に直接の利害を有していないもの（熊本市オンブズマン条例第15条⑵）
　申立内容について、申立人自身が利害を有しているといえないので、調査
の対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨

⑹　検体検査業務委託
検体検査業務委託契約の競争入札で選定された業者が、当時の仕様書どおりの

測定を行っていない。

⑺　ボランティア参加場所への公共交通の利便性
ボランティア開催場所までの交通の便が悪いことが、参加者の減少を招いてお

り、バスの便数の改善や開催場所を変えてほしい。

⑻　熊本駅周辺に関する経費
巨額を投じた、新幹線熊本駅西口広場の全面見直しや、しゃもじ型屋根を解体

することは税金の無駄使いだからやめてもらいたい。

⑼　ハザードマップの不備
市内のある地域の洪水ハザードマップがなく空白になっている。

⑽　竹等による被害が懸念される道路の管理
通学路、通勤路となっている市道に両側から竹等が覆い、強風や劣化で道路に

落下し危険である。

⑾　本庁舎建て替え計画の撤回
本庁舎の建て替え計画の撤回と再検討を求める。

⑿　イベント後の公園管理
花博イベントにより公園の芝を荒らしている。そのようなイベントをやっては

いけない。

⒀　公園管理所属の変更
イベントで芝を荒らしているため、他の公園と同じ管理部署へ変更すべき。

⒁　ホームページの不適切な運営
要綱にあるようなホームページの運営をしていないこと。

⒂　パブリックコメント制度の運営
ホームページ上のパブリックコメントのリンク先がない。

・調査が相当でないもの（熊本市オンブズマン条例第15条⑸）
　苦情の趣旨において、高度な専門的知見に立脚しなければ判断ができない
ため、例規の法的解釈の是非は判断ができないため、行政裁量の範囲内のも
のや政策的判断によるものであるため、他の機関の救済措置が相当であると
認められるため、オンブズマンによる「調査が相当でない」と判断し、調査
の対象外となったものです。
　また、苦情申立ての趣旨に係る事実が不明瞭あり、調査の対象になるかど
うかの判断ができなかったもの、及び趣旨を特定するために何度も連絡を
行ったものの申立人からの協力が得られず趣旨が特定できなかったものも、
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オンブズマンによる「調査が相当でない」と判断し、調査の対象外としてい
ます。

内容・申立ての趣旨

⒃　生活保護担当ケースワーカ―の対応
生活保護受給者である私に対し、担当ケースワーカーが自分に横着な対応をと

ることをやめてもらいたい。

⒄　地域任意団体への補助金交付
地域任意団体の活動支援経費の交付に関し、積算額は10万円だが、交付額は半

分の５万円とされたことに対する回答がないことに納得いかない。

⒅　児童相談所の一時保護に関する対応
実子を、虐待を理由として、児童相談所に一時保護されたが、その対応に納得

がいかない。

⒆　道路の陥没①
道路が陥没しているので、その補修をしてもらいたい。

⒇　道路の陥没②
店の前の道路が陥没しており、そのことを知らない人が通ると転ぶかもしれない。

�　推進委員会の運営
申立人が参加する、熊本市緑の基本計画推進委員会の開催回数を変更したこと

や、その議事録の内容が省略され、納得できない。

�　街灯の補修①
市街地の街灯が点いていないため、補修をしてもらいたい。

�　街灯の補修②
街灯が消えたまま放置されていて危険である。

�　街灯の補修③
市の管理怠慢で、夜間なのに街灯が切れている。

�　街灯の補修④
市の管理怠慢で、夜間なのに街灯が切れている。

�　街灯の補修⑤
市の管理怠慢で、夜間なのに街灯が切れている。

�　街灯の補修⑥
市の管理怠慢で、夜間なのに街灯が切れている。

�　街灯の補修⑦
市の管理怠慢で、夜間なのに街灯が切れている。

�　街灯の補修⑧
市の管理怠慢で、夜間なのに街灯が切れている。

�　街灯の補修⑨
市の管理怠慢で、夜間なのに街灯が切れている。
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内容・申立ての趣旨

�　路上喫煙・吸い殻のポイ捨て
アーケードとその周辺におけるタバコのポイ捨て、路上喫煙、歩きタバコが非

常に多い。24時間の喫煙所や清掃等の対策をしてほしい。

�　道路の縁石補修
橋の縁石が目立たないので危険なのに市は放置している。

�　SNSにおける人格攻撃、パワーハラスメント
SNSにおいて、発信されている内容が自身に対する人格攻撃であり、パワーハ

ラスメントに当たる。

４　調査を中止した事例
　令和５年度（2023年度）に処理した事例で、調査を中止したものは次のとお
りです。
・調査開始後に調査の必要がなくなったもの（熊本市オンブズマン条例第17条）
　調査開始後に申立人自らが、申立ての取り下げを行ったことにより、調査
を中止したものです。

内容・申立ての趣旨

⑴　窓口職員の対応
市の窓口で警察を呼ばれた。来庁しても自分の時のみ人が出てこず対応しても

らえない。
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～掲載事例一覧～

Ⅳ　発意調査の事例
内　　　　　容 頁

１ 公園管理について 82

２ 法定外公共物の払下げについて 87
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IV　発意調査の事例
１　公園管理について（要約）

公園は子どもだけでなく様々な人の憩いの場としてや、活動の賑わいの受け皿
としての役割も担っています。また、緑・自然が確保されていることによる環境
負荷の低減や、良好な景観形成、周辺の住居環境の向上といった役割も求められ
ています。さらには、災害などが発生した際の避難場所となるなど、防災拠点と
しての役割も担っています。こういったことから、公園は今なお重要な役割を果
たしているものといえます。
そこで、このような重要な役割を担う公園の管理について、市・自治会・公園
愛護会・地域住民との情報共有、協働の在り方はどのようになっているのか、問
題点、改善点はどこか等を調査することとしました。

発意調査の趣旨

市からの回答

公園は設置目的や広さ等により分類されており、熊本市内における主な公園とし
て、まずは住区基幹公園が挙げられます。住区基幹公園は、歩いていける範囲の居
住者を対象とした公園で、圧倒的に数が多く、市民にとって最も身近な公園といえ
ます。次に、その都市全域に住む人たちの利用を目的として設置される公園都市基
幹公園が挙げられます。その他、風致公園や歴史公園などの特殊公園や大規模公園、
緑地公園などに分類されています。
公園管理については、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資するこ
とを目的として、都市公園の設置及び管理に関する基準等が「都市公園法」で定め
られています。また、「都市公園法施行令」、「都市公園法施行規則」が「都市公園法」
を補完しています。そして、熊本市内の公園管理については、「都市公園法」に沿っ
た形で、熊本市の実情等に即して「熊本市都市公園条例」及び「熊本市都市公園条
例施行規則」が定められています。また、高齢者や身体障害者も安心して活動できる
環境の整備を目的としてバリアフリーの基準を定めた、「熊本市移動等円滑化のため
に必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」も定められています。
熊本市内の公園管理は条例で定められてはいるものの、全ての公園を一律的に同
じ管理方法によらなければならないというわけではなく、それぞれの公園による実
情等を踏まえ、独自のルールを設けることが許されています。その許容範囲ですが、
都市公園は自由使用が原則であることから、条例に明記されている禁止事項は最低
限の内容であるため、条例で定めたルールの緩和は、研究機関の調査研究やイベン
トなどで公園を使用するといった限定的な場合に限られます。一方、規制をする場
合としては、地域との話し合いにより、例えば条例上では認められているボール遊
びを地域の独自ルールとして禁止すること、などは可能です。
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公園管理における公園愛護会及び自治会についてですが、公園愛護会はボラン
ティアで公園管理（点検、清掃等）に協力しています。また、公園の健全利用のた
め、市や自治会等と連携して看板の設置やチラシの配布など利用マナー向上の呼び
かけを行っています。公園愛護会には公園愛護会連合会が組織されており、合同連
絡会等が開催されています。また、市から年１回、助成金を交付しています。自治
会については、自治会が公園愛護会を立ち上げている場合はボランティアで公園管
理（点検、清掃等）に協力しています。公園愛護会を立ち上げていない場合は、自
治会長が日常管理の中で公園に対する要望等を自治会の代表として伝えられること
が多いです。
公園愛護会、自治会と市との協働については、各公園（地域）によって仕方は
様々です。しかし、自治会の中に公園愛護会がある場合が多いため、基本的には公
園愛護会と市が協働し、公園愛護会がない場合には自治会と市が協働するといった
形が採られております。具体的には、遊具の老朽化に伴う更新時や樹木の植替え時
などに、市が公園愛護会や自治会に意見を伺っております。また、独自のルール等
が必要な場合などは、公園愛護会若しくは自治会と協議し、その地域に応じた公園
利用の地域ルールを模索し、決定していきます。
地域住民との関わりとして、市は前述のとおり、遊具の老朽化に伴う更新時や樹
木の植替え時に住民代表としての自治会や公園愛護会にご意見を伺っておりますが、
その際には住民に対しても積極的に伺っております。また、周辺住民よる苦情等が
ある場合は、状況に応じて公園愛護会若しくは自治会に現状や今後の対策について
のヒアリングを実施しております。
トラブル事例としては、ボール遊びを禁止してほしい住民と、ボール遊びを行い
たい住民によるトラブルの発生があります。その際は、周辺の公園を含めて公園利
用についてのアンケートを回覧で周辺世帯に配布し、それを基に自治会若しくは公
園愛護会と協議し、地域に応じた公園の利用について地域ルールの策定をしていき
ます。地域ルールの策定後は、地域の方の声掛けや行政からの指導も併せて実施し
ていきます。場合によっては、具体的にどのような遊び方が危険、迷惑かを子ども
でも分かるように、地元公園愛護会と調整したうえでマナー看板を設置することも
あります。また、最近はスケートボード利用者のマナーや行為自体が危険という公
園利用者からの苦情が増えております。これに対しては、管理事務所の職員又は市
職員にてパトロールを行い、注意をしております。と同時に、スケートボード利用
の多い箇所には熊本市都市公園条例の禁止事項を記載したマナー看板を設置してお
り、場合によっては、スケートボード利用者の学校等が分かる場合には学校関係に
連絡を入れたりもしております。トラブル等があった場合には、基本的には、公園
の大小、車の通行量が多い少ない等、現場の状況にもよりますが、それぞれの実情
に応じて対応しております。
地域住民からは、老朽化した公園施設の更新や除草などの要望が多いのですが、
すべてに対応しきれていないのが現状です。より多くの要望に応えるためには、限
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られた財源の中でいかに効率よく公園管理をしていくかが要点となることから、市
と公園愛護会及び自治会との協働がより重要になってくると思われます。しかしな
がら、公園愛護会がない公園があり、公園愛護会があったとしても新規会員がおら
ず会員の高齢化が進んでいるのが現状です。このことからも、公園愛護会の活動自
体や、それへの地域住民の参加について積極的に啓発していくことが今後の課題で
あると考えます。

オンブズマンの判断

重要な役割を果たす公園を適切に管理していくためには、管理者である市と地元
の公園愛護会若しくは自治会との連携が極めて重要な意義を持っていることを再認
識する必要があると思われます。
以前、公園で危険なボール遊びをしている子どもたちがいるとして、ボール遊び
を禁止するポスターの設置等の要望に関する苦情申立てがありました。調査の結果、
市の対応は適切であり、何ら不備はありませんでしたが、調査を行う中で、公園の
管理に関しては、地元自治会や公園愛護会等地域住民で組織する団体が深く関与し
ていることを知りました。そこで、公園の種類、管理の仕方、公園管理に関する法
令、公園管理における市と公園愛護会や自治会との協働の在り方、その他地域住民
との情報共有等について調査することにしました。
公園管理における公園愛護会及び自治会について、公園愛護会はボランティアで
公園管理（点検、清掃等）に協力し、利用マナー向上についての呼びかけ等も行っ
ている団体とのことですが、公園愛護会の結成状況については、令和４年（2022
年）４月１日現在、愛護会団体数530団体、愛護会のある公園数697公園で、愛護会
結成率は59.6％とのことです。また、公園愛護会は、「熊本市公園愛護会連合会」、そ
の傘下の「各区ブロック会」が組織され、「合同連絡会」を開催し、他地域の公園愛
護会との情報交換等による公園管理の取組方等の研修により、より適切な公園管理
が模索されるとのことです。このように公園愛護会の存在は、公園管理において欠
かすことのできない非常に重要な役割を果たしているということができますが、上
記のとおり、愛護会結成率は59.6％であり、地元住民に愛護会への参加をいかにし
て呼びかけるかが今後の課題ともいえます。一方、自治会はというと、公園愛護会
を立ち上げていない場合に、自治会が公園管理について関与、協力、提言等を行っ
ているとのことです。当然その活動の重要な一環ということができます。それゆえ、
自治会には公園愛護会の役割をも担ってもらうことが期待されるところですが、公
園愛護会のような公園管理に特化していないため、その効果を十分発揮できるかが
問題となります。したがって、市としては、可能な限り、自治会での公園愛護会の
立ち上げを推進し、公園愛護会立ち上げが困難な場合には、自治会で公園愛護会の
役割が果たせるよう助言・指導しながら御協力をお願いすべきではないかと考えて
います。
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公園愛護会及び自治会と市との協働についてですが、公園独自のルール等が必要
な場合には、その地域に応じた地域ルールを策定していくとのことです。なお、公
園独自のルールを設ける際、地域で勝手に決められていることも少なくないとのこ
とでした。オンブズマンとしては、条例が公園独自のルールで規制を許容している
場合があるとしても、独自ルールが法令の範囲内であるか否かの判断は管理者であ
る市の責任で行う必要がありますので、公園独自のルール策定は、原則として市が
音頭をとって行うべきであり、少なくとも市が関与する手続を加えるべきであると
考えます。
トラブル事例として、公園内のボール遊びの禁止を求める住民と、ボール遊びを
行いたい住民によるトラブルが紹介されていました。この事例においては、住民間
における公園利用の仕方について対立関係が生じており、このような場合のルール
策定は非常に難しいものと思われます。両者の間を取る形でルールを策定したつも
りでも、一方の意見に肩入れしているというような見方がされることが少なくない
からです。そういった中、本事例では、当事者だけでなく、周辺世帯にアンケート
を取って、周辺住民全体としての意見をルール策定に反映させようとしています。
そうすることで、両当事者に対してもルール策定の説得力が増すものと思われます
ので、本事例における市と自治会及び公園愛護会の協働による対応は非常に評価で
きるものと考えます。
また、他のトラブル事例として、最近スケートボード利用者のマナーや危険な行
為についての苦情が増えているとのことでした。スケートボードは、オリンピック
等の影響から急激に競技人口が増えたものと推察されます。しかしながら、スケー
トボード専用パークはまだまだ充実しているとはいえず、しばらくはこういった苦
情が続くものと思われます。また、スケートボードは元々ストリートに端を発する
競技のため、公園での規制等を強化したとしても、公園外の一般道路等へその活動
の場を移すことも考えられ、熊本市全体では危険性が減少するとは限らず、根本的
な解決には至らないかもしれません。今後もスケートボードの利用については、市
と公園愛護会及び自治会が協働して対応を模索・検討していかなければならないの
ではないかと考えます。
最後に公園管理について、市としてはより多くの要望に応えるには、限られた財
源の中でいかに効率よく行うかが重要で、そのためには、市と公園愛護会及び自治
会との協働がより重要であるとの認識とのことです。この点、オンブズマンも同意
見です。あくまでも公園の管理者は市ですが、公園利用の現状を知り、地域住民の
要望や意見をより的確に拾えるのは公園愛護会及び自治会です。どちらか一方のみ
ではより良い公園の管理ができないのは明らかと思います。そして、今後の課題と
しては、公園愛護会の会員数及び会員の高齢化の問題から、市としても公園愛護会
について積極的に啓発していくとのことです。ただ、やみくもに声掛け等により啓
発していくだけでは効果はあまり期待できないので、その啓発の仕方についても可
能な限り、市と公園愛護会及び自治会が協働して検討していくことが重要と考えて
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います。
市と公園愛護会及び自治会との協働を充実させるには、市がどれだけ両者を活性
化させ、また、両者の動きをどう引き出すかが肝要となってくるものと考えます。
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２　法定外公共物の払下げについて（要約）

熊本市が所有する公共物について、事実上地元住民が維持管理を行っているよ
うなものが多数存在し、熊本市による管理の不備から市民とのトラブルにもなっ
ていたようです。具体的事例として、私人の土地を分断する形で市所有の土地
（実体のない水路）が通っているため、私人が土地を一体的に利用しようとして
も、それができず、私人は当該土地の払下げを市に求めていたところ、市が私人
の隣家の同意が必要であるとして、手続が進まないという状況であったという事
例が挙げられます。そこで、オンブズマンは、熊本市において、現在、「利用価
値がなく管理が行き届いていない土地」（長年の間事実上公の目的に供用される
ことなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえ
に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害される
ようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持するべき理由がなく
なったものをいう。以下同じ。）の払下げの実情について発意調査を行います。

発意調査の趣旨

市からの回答

熊本市が所有する土地（企業局が所管するものを除く。以下同じ。）は、①道路台
帳、河川台帳、農道台帳に登載されている土地、②法定外公共物（里道、水路）と
して国から譲与を受けた土地、③熊本市所有であることが把握されていない土地、
を除いて公有財産台帳に登載されています（熊本市財産規則第31条）。
②の法定外公共物については、従来、国の公共用財産であったものを、地方分権
一括法の施行により、平成17年（2005年）３月31日に熊本市が一括して譲与を受け
ており、法定外公共物の維持管理については、原則として市街化区域を各区土木セ
ンター、市街化調整区域を地元農家や各農業振興センターにおいて管理しています。
法定外公共物として譲与を受けた財産は、そのまま公共物として維持することを原
則としています。
法定外公共物の用途廃止の判断は、管理者である熊本市が行うものであり、隣接
地権者の同意は用途廃止のみについては法的には必須条件とはされていません。し
かし、その判断の是非に当たり、隣接地権者としての視点で現況や管理状況を踏ま
え、自己所有財産に対する影響の有無や、払下げの申請人と隣接地権者間での係争
の有無等は重要な要素となることから、全ての隣接地権者に同意を求めていました。
用途廃止をしようとする公共用財産の売買契約は、随意契約によるケースがほと
んどであります。これは「無道路地、袋地または狭長等単独利用困難なもので、か
つ、ほかに買受希望者のない土地を、隣接地権者」に対して払い下げる場合は、地
方自治法施行令第167条の２第２号に基づき、「不動産の買入れ又は借入れ、普通地
方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な
物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをすると
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き」に該当するとして随意契約であると位置付けておりました。
この際に、「ほかに買受希望者のない土地」と判断するためには、払下げの申請人
以外に隣接する地権者が購入の意思がないことを確認する必要があるので、全ての
隣接地権者に申請人が当該土地の払下げを受けることに対して同意を求めておりま
した。
近隣の同意がない場合は用途廃止・払下げは不可としていました。近隣の同意が
得られなかった件数は、中央区１件、東区０件、西区１件、南区０件、北区４件で
した（令和３年度（2021年度）（５区土木センター設置年度）より集計）。その理由
は、隣接地権者の反対６件であり、内訳は、隣接地権者とのトラブルを理由とする
ものが４件でした。同意が得られずに払下げができなかった件については、除草等
の基本的な維持管理を継続していくことになります。
今後の対応については、払下げが適当と判断された里道や水路は、袋地となるこ
とにかかわらず払下げを促していきます。また、長年の間事実上公の目的に供用さ
れることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失した里道や水路
について、隣接する所有者が単独で平穏かつ公然に占有していた場合の払下げにつ
いては、同意を不要とする方向です。

オンブズマンの判断

１　はじめに
法定外公共物とは、広い意味では、「道路法、河川法、下水道法、海岸法等の
機能管理（公物管理）に関する特別法の適用や準用を受けない公共用物」を指し、
裁判実務で用いられることが多いものです。狭い意味では、「広義の法定外公共
物のうち、地方分権一括法による市町村への譲与以前に、地盤が国土交通省（旧
建設省）所管の公共用財産であるもの」を指します。行政実務では、この意味に
おいて法定外公共物という言葉を用いることが多く、本件でも以後この意味のも
のとして扱います。
２　熊本市の土地の管理の現状と方針について
市に対するこれまでのヒアリング等による調査によれば、市は、未利用地を売
却することによって市の財源を確保していることがうかがえます。そして、市は、
未利用地を払い下げて、財源を確保するとともに、未利用地の社会的経済的有効
活用を推進する方針であると考えられます。
一方で、市は、これまで、「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や水
路」の払下げ手続について、そのまま公共物として維持することを原則とし、特
に払下げの申出があったものについてのみ個別に判断するという方針でしたが、
今後は、払下げが適当と判断された里道や水路については関係地権者に払下げを
促していくとのことです。
市は、これまで、法定外公共物の隣接地権者が払下げに同意しなかった場合、
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同意が得られていないとして、払下げができない扱いをしていたようです。その
結果、払下げを希望する当該法定外公共物を単独占有している者は、当該法定外
公共物の周囲の土地を所有していながら、外形上一体となっている土地の一部
（当該法定外公共物）を所有権者として一体的に処分、利用することができない
ことになります。
３　払下げと取得時効

法定外公共物の取得時効について、かつての裁判例は、公物は専ら公法の適
用を受けるのみであるから、取得時効の対象とはなり得ず、黙示の公用廃止も
認めることはできないとの見解で一貫していましたが、昭和51年12月24日の最
高裁判決（民集30巻11号1104頁）により、「①公共用財産が、長年の間事実上
公の目的に供されることなく放置され、②公共用財産としての形態、機能を全
く喪失し、③その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのた
め実際上公の目的が害されるようなこともなく、④もはやその物を公共用財産
として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については、黙示
的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないも
のと解するのが相当である。」との判例変更がなされました。
上記の最高裁判例の４要件を満たした法定外公共物が市内には多数存在して
いると思われます。これらの法定外公共物の多くは既に取得時効が完成してい
ると考えられますが、当該法定外公共物の単独占有者が、当該法定外公共物に
ついて市への払下げを申請し、これに対し市が、隣接地権者の同意が得られな
いとして払下げをしない場合、当該法定外公共物の単独占有者は、当該法定外
公共物の周囲の土地を所有していながら、外形上一体となっている土地を一体
的に処分、利用することができないことになります。市に払下げの申請をせず
に、取得時効を主張していれば、当該法定外公共物を時効取得することができ
て、自ら所有していたその周囲の土地と合わせて一体的な処分、利用をするこ
とができたのに、払下げの申請をしたがためにそれができなくなってしまうと
いう不合理な結果を招来することになります。
もっとも、取得時効を主張して財産の帰属を確定するには、原則として訴え
を提起して裁判所に判断してもらうことになりますが、「利用価値がなく管理
が行き届いていない里道や水路」は、実質的に取得時効が完成している場合で
すから、そのような案件にまで裁判をするというのは、当事者にとって不経済
であり相当とはいえませんし、無用な裁判を強いるとして、市民の行政への信
頼を損なう結果を招きかねません。
なお、国の法定外公共物については、取得時効の完成を主張するものがある
場合には、用途廃止により財務省に引き継いで国有財産台帳に登録したうえ、
財務省財務局に設置された国有財産時効確認連絡会に付議し、同連絡会で時効
が完成していると認定されたものについては、国有財産台帳から除却すること
ができるものとされています。この理は地方自治体にも当てはまり、国から法
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定外公共物の譲与を受けた市町村においても、国と同様に、公有財産時効確認
連絡会なる第三者的機関を設置すべきであると思われます。

４　「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や水路」の利用と管理
「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や水路」は実質的に時効が完成
しているような法定外公共物ですが、市は、これまで、隣接地権者の払下げの同
意が得られなかった場合、当該法定外公共物について、市が除草等の基本的な維
持管理をするとしていたようです。その場合の管理態様ですが、当該法定外公共
物の周囲は私人所有地ですから、所有者である私人の許可を得たうえ、無償若し
くは通行料を支払い、その私人所有地を通行して「利用価値がなく管理が行き届
いていない里道や水路」まで行き、その管理をするということになりますが、こ
れはいかにも無駄であり不経済であるといえます。しかも、市は、払下げの申出
がなされるまでその存在すら知らなかった「利用価値がなく管理が行き届いてい
ない里道や水路」について、払下げの申出を契機として基本的な維持管理を始め
るというのであり、その不合理性はなおさらです。
５　随意契約と隣接地権者の同意について
市は、用途廃止をしようとする公共用財産の売買契約は、「性質又は目的が競
争入札に適しない」として、随意契約としていたということです。しかし、「性
質又は目的が競争入札に適しない」のであれば、競争入札を前提とする「ほかに
買受希望者がない」のかどうかを確認する必要はないはずです。
「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や水路」は、その周囲の土地の
所有者が単独占有していて取得時効が完成しているような土地です。それを事実
上支配し利用している単独占有者以外には当該法定外公共物を利用している者は
存在しないというのが前提ですから、その不動産の買入れは目的物の性質又は目
的から契約の相手方がおのずから特定の者、すなわち当該法定外公共物を事実上
支配し利用している払下げ申請者に限定され、競争入札の方法による契約の締結
が不可能又は著しく困難というべき場合に該当すると判断されます（最判昭和62
年３月20日民集41巻２号189頁参照）。
よって、「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や水路」に該当する法
定外公共物は、本来的に随意契約によるべきもので、競争入札にはなじまないと
認められます。それ故、競争入札を前提とし、買受人にはなり得ない隣接地権者
にその同意を求めるのは意味がなく、不必要であると思われます。むしろ、前記
のとおり、隣接地権者から同意が得られなかったケースの多くは近隣トラブルの
ようであり、隣接地権者に同意を求めることによってその近隣トラブルに拍車を
かける結果にもなりかねないと危惧されるところです。市が近隣トラブルに介入
しないというのはもっともなことですが、隣接地権者に払下げの同意を求めた結
果、近隣トラブルが発生したり、加熱したりすることは避けなければなりません。
そうすると、隣接地権者に払下げの同意を求めることは利がないばかりか、むし
ろ有害であるとさえいえます。
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発意調査の事例

６　結語
以上のとおり、市は、これまで、「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や
水路」に該当する法定外公共物の払下げ申請に対し、隣接地権者の同意を求め、同
意が得られない場合は払下げに応じないという取扱いをしていたようですが、今後、
「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や水路」について、隣接地権者の同
意を不要とするよう方針転換することのようです。
かかる市の方針転換は合理的な判断であると思われます。法定外公共物の社会的
経済的有効活用を旨として、今後、「利用価値がなく管理が行き届いていない里道や
水路」の適正な払下げ手続がなされるよう期待します。
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１　利用者の声

　利用者の方々から、令和５年度（2023年度）にアンケートで寄せられたご意
見等の一部を紹介します。

●　ありがとうございました。

●　生活環境が改善され、町内住民共々、大変感謝しています。制度を利用して
良かったと思います。ありがとうございました。

●　市政だより11月号による「オンブズマンとして公平中立を旨に市民と行政が
互いの思いを理解しあえるようなより良い熊本市を目指していきたいと思いま
す。」と記されていましたが、本件のような調査結果をそのまま検証もちゃん
とせず、申立て者に対して回答をしていますので、機能不完全ではないかと感
じた。

●　180度違った回答をした熊本市に対して、不備はなかったと判断されたのは、
残念でした。
　
●　やりたくないのが伝わってきた。話しにくい雰囲気だった。

●　言葉づかいが難しく、文章が長い、言いたいことがよくわからない。

●　オンブズマン事務局の場所がわかりづらい、もっとわかりやすいところに移
動すべき。

　今後、皆様方から寄せられた貴重なご意見等を参考にしながら、より良い制
度運営に努めていきます。



−94−

２　熊本市オンブズマン制度のあゆみ

平成21年度�
　　　９月　熊本市自治基本条例公布（公的オンブズマンの設置を規定）

　　　　　　○　熊本市自治基本条例（抄）
第23条　市は、公平かつ中立的な立場で市長等が行う市政に関する

市民の苦情を処理するための機関として、別に条例で定める
ところにより、公的オンブズマンを設置します。

平成22年度
� ４月� 熊本市自治基本条例施行

７月～ 11月� 熊本市公的オンブズマン条例検討委員会
� �（委員長：渡邊　榮文熊本県立大学教授）の開催（全５回）
� ８月� 検討委員会主催による意見交換会の開催

� 11月� 検討委員会から市長への答申
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� 12月� 熊本市オンブズマン条例（案）のパブリックコメント実施
� �（12月１日～１月７日）
� ３月� 第１回市議会定例会へ条例案を上程、可決
� � 熊本市オンブズマン条例公布

平成23年度
� ４月� 組織改編によりオンブズマン事務局を設置
� ８月� 熊本市オンブズマン条例施行規則（案）のパブリックコメント実施
� �（８月８日～９月７日）
� � 熊本市職員研修の実施
� ９月� 市議会におけるオンブズマンの委嘱同意
� 10月� 熊本市オンブズマン条例施行規則公布
� � 熊本市職員研修の実施
� 11月� 熊本市オンブズマン制度の運用開始

平成24年度
� ８月� 巡回オンブズマン開始

令和３年度（2021年度）
� 11月� 制度発足10周年を迎える

令和４年度（2022年度）
� ６月� 制度発足10周年を記念し、運営状況報告書（10周年特集号）を発行
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３　歴代の熊本市オンブズマン

氏名 職業等 在任期間 備考

１期
原
はら

田
だ

　　卓
たかし

弁護士
平成23年11月１日
～平成25年10月31日

代表

吉
よしだ

田　　勇
いさむ

熊本大学名誉教授
平成23年11月１日
～平成25年10月31日

２期
吉
よしだ

田　　勇
いさむ

熊本大学名誉教授
平成25年11月１日
～平成27年10月31日

代表

松
まつなが

永　榮
えい

治
じ

弁護士
平成25年11月１日
～平成27年10月31日

３期
松
まつなが

永　榮
えい

治
じ

弁護士
平成27年11月１日
～平成29年10月31日

代表

原
はらむら

村　憲
けん

司
じ

弁護士
平成27年11月１日
～平成29年10月31日

４期
原
はらむら

村　憲
けん

司
じ

弁護士
平成29年11月１日
～令和元年（2019年）10月31日

代表

齊
さいとう

藤　　修
おさむ

弁護士
平成29年11月１日
～令和元年（2019年）10月31日

５期
齊
さいとう

藤　　修
おさむ

弁護士
令和元年（2019年）11月１日
～令和３年（2021年）10月31日

代表

原
はら

田
だ

　信
しん

輔
すけ

弁護士
令和元年（2019年）11月１日
～令和３年（2021年）10月31日

６期
原
はら

田
だ

　信
しん

輔
すけ

弁護士
令和３年（2021年）11月１日
～令和５年（2023年）10月31日

代表

崎
さきさか

坂　誠
せい

司
じ

弁護士
令和３年（2021年）11月１日
～令和５年（2023年）10月31日

７期
崎
さきさか

坂　誠
せい

司
じ

弁護士 令和５年（2023年）11月１日～ 代表

三
さん

藤
とう

　省
しょうぞう

三 弁護士 令和５年（2023年）11月１日～
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４　熊本市オンブズマン条例

平成23年３月17日
条例第10号

改正　平成28年３月24日条例第31号
改正　令和元年10月２日条例第14号
改正　令和４年12月20日条例第62号

目次
　第１章　総則（第１条−第５条）
　第２章　オンブズマンの管轄等（第６条・第７条）
　第３章　オンブズマンの組織等（第８条−第12条）
　第４章　苦情の処理等（第13条−第24条）
　第５章　補則（第25条−第28条）
　附則

　　第１章　総則
（設置）
第１条　市政に関する苦情を簡易迅速に処理し、及び市政を監視し、並びに非違
の是正等の措置（以下「是正等の措置」という。）を講ずるよう勧告し、及び
制度の改善を求める意見を表明することにより、市民の権利及び利益の保護を
図り、もって市政に対する市民の理解と信頼の確保に資するため、熊本市自治
基本条例（平成21年条例第37号）第23条の規定に基づき、熊本市オンブズマン
（以下「オンブズマン」という。）を設置する。
（定義）
第２条　この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員
会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業
管理者及び消防長をいう。
（オンブズマンの責務）
第３条　オンブズマンは、市民の権利及び利益の擁護者として職務を行わなけれ
ばならない。
２　オンブズマンは、中立的な立場で公平かつ適切に職務を遂行しなければなら
ない。
３　オンブズマンは、迅速に職務を遂行しなければならない。
４　オンブズマンは、市の機関と連携を図り、職務の円滑な遂行に努めなければ
ならない。
５　オンブズマンは、市政に関して、広く情報収集に努めなければならない。
６　オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
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（市の機関の責務）
第４条　市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しな
ければならない。
２　市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めな
ければならない。
（市民等の責務）
第５条　市民その他この制度を利用するものは、第１条に規定するオンブズマン
の設置の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう協力
することに努めるものとする。

　　第２章　オンブズマンの管轄等
（管轄）
第６条　オンブズマンの管轄は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業
務に関する職員の行為（以下「市の業務」という。）とする。ただし、次に掲
げる事項については、除くものとする。　
⑴　判決、裁決等を求め現に係争中の事項及び判決、裁決等により確定した事項
⑵　請求に基づき、現に監査を実施している事項及び監査を完了した事項
⑶　議会に関する事項
⑷　職員の自己の勤務内容及び待遇に関する事項
⑸　オンブズマンの職務に関する事項
（職務）
第７条　オンブズマンは、次に掲げる職務を行う。
⑴　市政に関する苦情を調査すること。
⑵　前号の苦情に係る調査に基づき見解を示し、必要と認めるときは、市の業
務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求める意見
を表明すること。
⑶　前号に規定する勧告及び意見表明の内容を公表すること。
２　オンブズマンは、常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し
事案を取り上げ、これを調査することができる。この場合においては、前項第
２号及び第３号を準用する。

　　第３章　オンブズマンの組織等
（組織等）
第８条　オンブズマンの定数は２人とし、そのうち１人を代表オンブズマンとする。
２　オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を
有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
３　オンブズマンの任期は、２年とする。ただし、１回に限り再任することがで
きる。
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（秘密を守る義務）
第９条　オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を
退いた後も、同様とする。
（解嘱）
第10条　市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認め
る場合、職務上の義務違反その他オンブズマンたるにふさわしくない非行があ
ると認める場合又は次条各項の規定に反する場合は、議会の同意を得て解嘱す
ることができる。
（兼職等の禁止）
第11条　オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会
の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねてはならない。
２　オンブズマンは、本市と特別な利害関係のある企業その他の団体の役員と兼
ねてはならない。
（合議）
第12条　次に掲げる事項の決定は、オンブズマンの合議によるものとする。
⑴　市の機関に対して行う勧告及び意見表明に関すること。
⑵　オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。
⑶　オンブズマンの活動状況の報告に関すること。
⑷　前３号に掲げるもののほか、オンブズマンが必要と認める事項
　
　　第４章　苦情の処理等
（苦情の申立て）
第13条　何人も、オンブズマンに対し、市の業務について、苦情を申し立てるこ
とができる。
（苦情の申立手続）
第14条　苦情を申し立てようとするものは、書面により行わなければならない。
ただし、書面によることができない場合は、口頭による申立てもできる。
２　前項の書面に記載する事項（前項ただし書に規定する場合にあっては、口頭
で申し述べる事項）は、次に掲げる事項とする。
⑴　苦情を申し立てようとするものの氏名及び住所（法人その他の団体にあって
は、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名）
⑵　苦情の申立ての趣旨及び理由並びに当該申立てに係る事実のあった年月日
⑶　行政不服審査法（平成26年法律第68号）に基づく不服申立てその他他の制度
による手続の有無
３　苦情の申立ては、代理人によってすることができる。
（調査対象外事項）
第15条　オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認め
る場合は、当該苦情を調査しないものとする。
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⑴　苦情の申立てに係る事項が、第６条各号のいずれかに該当するとき。
⑵　苦情の申立てに係る事実について、当該申立てを行ったものが自身の利害を
有しないとき。
⑶　苦情の申立てに係る事実のあった日又は終わった日から１年以上経過してい
るとき。ただし、規則で定める事由に該当するとき又はオンブズマンが正当な
理由があると認めるときは、この限りでない。
⑷　虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
⑸　前各号に掲げるもののほか、調査が相当でないと認められるとき。
（調査の開始・不開始に係る通知）
第16条　オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査を開始するときは、苦情を申
し立てたもの（以下「苦情申立人」という。）に対し、その旨を速やかに通知
しなければならない。
２　オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に
対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
３　オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案
（以下「苦情等」という。）の調査を開始するときは、関係する市の機関（以
下「調査対象機関」という。）に対し、その旨を速やかに通知しなければなら
ない。
（調査の中止）
第17条　オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、必要がないと
認めるときは、調査を中止することができる。
２　オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各
号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を
速やかに通知しなければならない。
⑴　苦情の申立てに係る調査　苦情申立人及び調査対象機関
⑵　オンブズマンの発意に基づく調査　調査対象機関
（調査方法）
第18条　オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査
対象機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他記録の閲覧若しく
は提出を求め、又は実地調査をすることができる。
２　オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又
は関係機関（調査対象機関を除く。）に対し、同意を得て事情を聴取し、又は
書類提出若しくは実地調査の協力を求めることができる。
３　オンブズマンは、専門的な事項について、必要があると認めるときは、専門
的機関に対し調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。
（外郭団体等の調査の協力）
第19条　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第140条の７第１項に規定す
る法人及び本市が設立時から財政的支援又は人的支援を行いその運営に関与し、
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本市と密接な関係を有する法人であって、規則で定める団体は、当該団体が受
ける市の補助金の執行に係る苦情等の調査について協力するよう努めるものと
する。
２　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理
者は、その管理する公の施設の管理業務に関する苦情等の調査について協力す
るよう努めるものとする。
　（調査結果の通知）
第20条　オンブズマンは、苦情等の調査を完了したときは、次の各号に掲げる区
分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに調査の結果に自らの見解を
添えて通知しなければならない。
⑴　苦情の申立てに係る調査　苦情申立人及び調査対象機関
⑵　オンブズマンの発意に基づく調査　調査対象機関
（勧告又は意見表明の通知）
第21条　オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査の結果、調査対象機関に対し
第７条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、苦情申立人に対し、その旨
を速やかに通知しなければならない。
（勧告又は意見表明の尊重）
第22条　第７条に規定する勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は
意見表明を尊重しなければならない。
　（措置の状況の報告）
第23条　オンブズマンは、第７条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、当
該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、是正等の措置又は制度の改善の
状況について報告を求めるものとする。
２　前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の
翌日から起算して60日以内にオンブズマンに対し、是正等の措置又は制度の改
善の状況について報告するものとする。ただし、是正等の措置を講ずること又
は制度の改善を行うことができない特別な理由があるときは、その理由を報告
しなければならない。
３　オンブズマンは、申立てに係る苦情について、前項の規定による報告があっ
たときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
（勧告等の公表）
第24条　オンブズマンは、第７条に規定する勧告若しくは意見表明又は前条第２
項の規定による報告の内容を規則で定めるところにより公表するものとする。
２　オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報の保
護に関する法律（平成15年法律第57号）及び熊本市情報公開条例（平成10年条
例第33号）の趣旨に基づき、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなけ
ればならない。
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　　第５章　補則
（活動状況の報告）
第25条　オンブズマンは、毎年度、規則で定めるところにより、運営状況につい
て市長及び議会に報告するとともにこれを公表する。
（事務局）
第26条　オンブズマンに関する事務を処理するため、事務局を置く。
（専門調査員）
第27条　オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置く。
（委任）
第28条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規
則で定める。

　　　附　則
　この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、オンブズマン及び専門調
査員の委嘱に関する規定は、公布の日から施行する。
　　（平成23年規則第74号で平成23年11月１日から施行）
　　　附　則（平成28年３月24日条例第31号）
１　この条例は、平成28年４月１日から施行する。
２　行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の
日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係
るものについては、なお従前の例による。
　　　附　則（令和元年10月２日条例第14号）抄
（施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和４年12月20日条例第62号）抄
（施行期日）
１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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